
一

天
野
山
金
剛
寺
の
徳
川
家
光
継
目
領
知
朱
印
状
を
め
ぐ
っ
て

―
津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書
よ
り
―

中
　
田
　
佳
　
子

は
じ
め
に

　

関
西
大
学
博
物
館
古
文
書
室
所
蔵
の
津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書
に
は
、
少
数
で
は
あ

る
が
、
和
泉
国
大
鳥
郡
上に
わ
だ
に
神
谷
豊
田
村
（
現
、
堺
市
南
区
豊
田
）
の
小
谷
家
文
書
が

含
ま
れ
て
い
る
。
同
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
一
年
以
降
に
同
家
の
手
を
離
れ

た
約
八
六
〇
〇
点
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
と
関
西
大
学
図
書
館
に
分
蔵
さ
れ
て
お

り
、
近
世
初
期
か
ら
の
地
域
の
基
本
史
料
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
で
、
つ
と
に
有
名
で

あ
る
。
津
田
秀
夫
文
庫
中
の
小
谷
家
文
書
も
、
当
初
に
流
出
し
た
も
の
の
一
部
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
史
料
は
、
寛
永
一
三
年
一
二
月
一
三
日
（
西
暦
一
六
三
七
年

一
月
九
日
）
付
の
書
状
で
あ
る①

。
折
紙
三
枚
か
ら
な
り
、
右
端
中
央
で
仮
綴
じ
さ
れ

て
い
て
、
現
状
で
は
縦
一
五
・
八
セ
ン
チ
、
横
四
五
・
〇
セ
ン
チ
。
こ
の
書
状
は
、

切
紙
・
切
継
・
折
紙
が
交
ざ
る
一
一
通
の
書
状
を
一
ま
と
め
に
綴
っ
た
う
ち
の
一
通

で
あ
る
。
綴
ら
れ
た
書
状
の
作
成
年
代
は
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
と
推
定
さ
れ
る

が
、
個
々
の
内
容
は
断
片
的
で
相
互
に
関
連
す
る
も
の
が
少
な
く
、
全
体
に
虫
損
や

劣
化
が
進
ん
で
い
る
。
本
史
料
は
そ
の
な
か
で
唯
一
作
成
年
が
判
明
し
た
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
幕
府
体
制
が
整
備
さ
れ
る
過
程
で
、
寺
社
奉
行
創
設
の
翌
年
、
将
軍

徳
川
家
光
が
秀
忠
か
ら
の
代
替
り
を
正
式
に
示
す
継
目
領
知
宛あ
て

行が
い

状
を
寺
社
へ
発
給

す
る
に
あ
た
り
、「
御
朱
印
」
を
希
望
す
る
天
野
山
金
剛
寺
（
現
、
河
内
長
野
市
）
と
、

そ
の
支
援
者
の
江
戸
で
の
動
き
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
。

　

徳
川
将
軍
家
が
代
替
り
に
伴
っ
て
武
家
・
公
家
・
寺
社
を
対
象
に
領
知
の
宛
行
・

安
堵
を
行
い
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
の
判
物
・
朱
印
状
・
黒
印
状
を
一
斉
に
発
給

す
る
こ
と
を
、「
朱
印
改
」「
印
知
」
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
黒
印
状
は
家
康
・
秀
忠

が
用
い
た
が
、
家
光
以
降
は
判
物
と
朱
印
状
に
な
り
、
黒
印
状
の
併
用
は
終
わ
っ
た
。

発
給
数
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
朱
印
状
で
あ
り
、
史
料
上
で
は
判
物
も
含
め
た
領
知

宛
行
状
の
総
称
と
し
て
も
、
よ
く
使
わ
れ
る
。
寺
社
の
場
合
、
判
物
を
頂
戴
す
る
の

は
、
将
軍
家
と
と
く
に
深
い
繋
が
り
の
あ
る
寺
社
や
本
山
な
ど
、
ご
く
一
部
に
限
ら

れ
る
た
め
、
本
稿
で
も
、
寺
社
宛
の
領
知
宛
行
状
（
寄
進
状
・
安
堵
状
）
に
つ
い
て

は
、
一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
「
領
知
朱
印
状
」
も
用
い
た
。

　

さ
て
、
徳
川
家
光
の
領
知
宛
行
状
は
、
武
家
宛
に
発
給
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

藤
井
讓
治
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る②

。
い
っ
ぽ
う
、
寺
社
方
に
つ
い
て
は
発
給

の
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
て
い
て③

、
判
物
や
朱
印
状
に
記
さ
れ
た
日
付
は
わ
か
る
も
の



二

の
、
具
体
的
な
手
続
き
は
明
ら
か
で
な
い
。
本
書
状
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
わ
ず
か

な
が
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
史
料
的
制
約
の
大
き
い
寛
永
一
三
年
の
寺
社
方

朱
印
改
め
を
考
察
す
る
う
え
で
、
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
る
。

一　

奈
良
屋
宗
俊
書
状
の
翻
刻

　

こ
の
書
状
は
、
寛
永
一
三
年
一
二
月
一
三
日
、
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
「
な
ら
や

（
奈
良
屋
）
宗
俊
」
と
い
う
人
物
が
、
小
谷
家
の
当
主
で
あ
る
「
小
谷
大
夫
」
と
、「
田

中
仁
左
衛
門
」
の
二
人
に
宛
て
て
認
め
、
折
よ
く
江
戸
か
ら
堺
へ
帰
郷
す
る
故
今
井

宗
薫
の
内
衆
に
託
し
て
届
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

宗
俊
は
一
年
前
か
ら
江
戸
に
下
っ
て
お
り
、
金
剛
寺
が
将
軍
家
光
の
領
知
朱
印
状

を
頂
戴
で
き
る
よ
う
、
幕
閣
に
働
き
か
け
て
い
た
。
小
谷
大
夫
の
弟
阿
鑁
は
、
系
図

に
よ
る
と
金
剛
寺
の
有
力
塔
頭
、
地
蔵
院
の
住
持
で
あ
り④

、
朱
印
状
の
拝
領
に
加
わ

る
た
め
江
戸
に
到
着
し
た
と
こ
ろ
で
、
宗
俊
は
地
蔵
院
阿
鑁
の
無
事
と
、
江
戸
で
の

根
回
し
の
状
況
を
二
人
に
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、「
田
中
小
左
衛

門
」
と
い
う
人
物
が
何
ら
か
の
訴
訟
の
原
告
で
、
上
方
で
の
裁
許
を
不
服
と
し
て
江

戸
に
出
訴
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
宗
俊
は
そ
の
経
緯
を
よ
く
知
る
人
物
で
あ
り
、

宛
先
の
二
人
も
訴
訟
の
相
手
か
関
係
者
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
書
状
だ
け
で
出
入
り

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
寺
領
の
朱
印
状
と
遠
国
訴
訟
は
と
も

に
、
前
年
に
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
寺
社
奉
行
に
出
願
す
る
の
で
、
初
代
の
奉
行
三

人
、
安
藤
右
京
進
重
長
・
松
平
出
雲
守
勝
隆
・
堀
市
正
利
重
が
書
状
に
登
場
す
る
。

な
お
、
こ
の
三
人
が
就
任
当
初
か
ら
「
寺
社
奉
行
」
と
い
う
職
名
で
呼
ば
れ
て
い
た

と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
寺
社
奉
行
」
と
表
記
す
る
。

　

書
状
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
原
文
通
り
に
改
行
し
、
上
に
行
番
号
を
付
し
た
。
文

書
の
端
か
ら
始
ま
っ
て
本
文
一
三
行
目
ま
で
の
行
間
に
は
追
伸
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
最
初
に
ま
と
め
、
本
文
と
は
別
に
「
追
」
を
付
け
た
行
番
号
を
施
し
て
い

る
（
本
稿
中
に
〔　

〕
で
示
し
た
数
字
は
、
当
該
の
行
番
号
で
あ
る
）。
ま
た
、
虫
損

で
判
読
不
能
の
文
字
は
□
で
示
し
、
文
字
が
推
測
で
き
る
も
の
は
□
の
右
傍
に
注
記

し
た
。

　
　

追　
一　
　
　

尚（
追
伸
、六
行
目
よ
り
本
文
行
間
に
入
る
）

々
、
今
月
十
日
ニ
柳
生
殿

　
　

追　
二　
　
　

下
屋
敷
、
此
間
迠
沢
庵
和
尚

　
　

追　
三　
　
　

御
坐
候
所
へ
、　

上
様
俄
な
ら
せ

　
　

追　
四　
　
　

ら
れ
て
、
終
日
兵
法
な
と
ニ
て

　
　

追　
五　
　
　

御
機
嫌
よ
く
、
長
光
之
御
か
た
な

　
　

追　
六　
　
　

拝
領
、
中
〳
〵
無
非
類
御
事
に
て
候
、

　
　

追　
七　
　
　

但
馬
殿
之
御
出
頭
ハ
、
又
々
余
ニ
か
わ
り

　
　

追　
八　
　
　

た
る
御
事
に
て
候
、
何
事
も
あ
と
ゟ

　
　

追　
九　
　
　

を
い
〳
〵
可
申
越
候
、
地
蔵
院
無
事
ニ
御
下

　
　

追
一
〇　
　
　

着
候
間
、
可
御
心
易
候
、
め
う
せ
い
へ
も
御
心
得

　
　

追
一
一　
　
　

候
て
可（
ヵ
）給

候
、
以
上

　
　

追
一
二　
　
　

追
而
申
候
、
小
左
衛
門
、
爰
元
へ

　
　

追
一
三　
　
　

下
り
申
義
候
ハ
ヽ
早
々

　
　

追
一
四　
　
　

御
状
可
被
下
候
、
□（
吉
）兵

衛
か
た
へ

　
　

追
一
五　
　
　

御
申

便
ハ
、
切
レ
御
入
候

　
　

追
一
六　
　
　

間
、
御
ゆ
た
ん
有
ま
し
く
候
、

　
　

追
一
七　
　
　

以
上



三

　
　

一　
　
　
　

今
井
宗
薫
之
内
衆

　
　

二　
　
　
　

被
登
候
間
、
任
幸
便
一
書

　
　

三　
　
　

一
、
地
蔵
院
、
去
十
日
ニ
御
下

　
　

四　
　
　
　

着
候
而
、
其
日
ゟ
申
談
候
、

　
　

五　
　
　
　

其
元
御
無
事
之
由
、
此
方
も

　
　

六　
　
　
　

無
別
条
候

　
　

七　
　
　

一
、
天
野
山
知
行
方
、
御
次
目
之

　
　

八　
　
　
　

御
朱
印
之
儀
、
は
や
十
一
日
ニ

　
　

九　
　
　
　

寺
役
御
奉
行
三
人
様
へ

　

一
〇　
　
　
　

両
僧
被
参
、
御
引
付
之
帳
ニ

　

一
一　
　
　
　

御
付
に
て
候
、
爰
元
御
出
頭

　

一
二　
　
　
　

衆
へ
地
蔵
院
致
同
道
、

　

一
三　
　
　
　

首
尾
能
様
ニ
可
仕
候
間
、

　

一
四　
　
　
　

可
御
心
易
候
、
我
等
事
、
去

　

一
五　
　
　
　

年
ゟ
与
同
罷
下
、
漸

　

一
六　
　
　
　

壱
年
を
暮
し
申
候
へ
と
も
、

　

一
七　
　
　
　

人
の
拾
年
ニ
も
成
か
た
き

　

一
八　
　
　
　

訴
訟
共
申
調
、
こ
な
た

　

一
九　
　
　
　

か
な
た
取
入
、
忝
仕
合
ニ
而
候

　

二
〇　
　
　
　

間
、
可
御
心
易
候

　

二
一　
　
　

一
、
田
中
之
儀
ニ
付
而
者
、
九
月

　

二
二　
　
　
　

十
一
日
ニ
便
候
而
、
状
を
以
□（
申
）候

が
、

　

二
三　
　
　
　

届
不
申
候
体
ニ
候
、
不
審

　

二
四　
　
　

一
、
田
中
小
左
、
爰
元
へ
罷
下
、

　

二
五　
　
　
　

遠
国
之
訴
訟
御
聞
被
成
候

　

二
六　
　
　
　

安
藤
右
京
進
殿
・
堀
市
正
殿
・

　

二
七　
　
　
　

松
平
出
雲
殿
、
此
三
人
様
へ

　

二
八　
　
　
　

訴
訟
申
上
候
、
右
之
内
出
雲
殿
ハ
、

　

二
九　
　
　
　

其
時
分
最
上
へ
御
上
使
ニ

　

三
〇　
　
　
　

御
越
被
成
候
故
、
御
両
人
へ
申
候
由

　

三
一　
　
　
　

に
て
候

　

三
二　
　
　

一
、
根
右
京
殿
ゟ
其
後
小
左
次
殿
へ

　

三
三　
　
　
　

此
や
う
す
被
仰
越
、
委
事
ハ

　

三
四　
　
　
　

宗
俊
存
候
間
、
具
相
た
つ
ね
、

　

三
五　
　
　
　

三
人
之
御
奉
行
衆
へ
理
り

　

三
六　
　
　
　

申
上
、
其
上
三
人
之
被
仰
様
を

　

三
七　
　
　
　

聞
届
、
返
事
候
へ
か
し
ニ

　

三
八　
　
　
　

□（
付
）而
、
去
九
月
三
日
・
四
日
両
日
、

　

三
九　
　
　
　

我
等
柳
生
但
馬
殿
ニ
隙

　

四
〇　
　
　
　

入
義
候
而
罷
在
所
へ
、
切
レ

　

四
一　
　
　
　

小
左
次
殿
ゟ
文
□（
を
）給

候
故
、

　

四
二　
　
　
　

参
候
而

右
ゟ
存
た
る

　

四
三　
　
　
　

通
を
申
上
候
、
覚
書
を
被
□（
成
）、

　

四
四　
　
　
　

九
月
五
日
ニ
早
朝
よ
り
安
藤

　

四
五　
　
　
　

右
京
進
殿
へ
小
左
次
殿
御
出
候
而
、

　

四
六　
　
　
　

委
被
仰
上
候
、
扨
堀
市
正
殿



四

　

四
七　
　
　
　

へ
も
被
仰
候
、
然
者
御
両
人
之

　

四
八　
　
　
　

被
仰
様
ハ
、
一
度
上
方
ニ
而
対

　

四
九　
　
　
　

決
い
た
し
、
其
時
之
奉
行

　

五
〇　
　
　
　

さ
は
か
れ
候
義
ニ
て
候
へ
ハ
、
無

　

五
一　
　
　
　

別
条
事
と
、
右
京
進
殿

　

五
二　
　
　
　

被
仰
候
由
、
則
又
我
等
を
早
々

　

五
三　
　
　
　

よ
び
ニ
被
下
、
其
段
々
被
仰

　

五
四　
　
　
　

聞
候
故
、
其
趣
を
書
状
ニ
認
、

　

五
五　
　
　
　

の
ほ
せ
候
処
ニ
不
相
届
候
事
、

　

五
六　
　
　
　

扨
々

御
事
候
、
右
ゟ

　

五
七　
　
　
　

段
々
存
候
通
、
具
小
左
次
殿

　

五
八　
　
　
　

申
上
候
を
、
又
々
御
奉
行
衆
へ

　

五
九　
　
　
　

委
被
仰
上
候
、
幸
我
等

　

六
〇　
　
　
　

□（
爰
）元
ニ
居
合
申
候
間
、

　

六
一　
　
　
　

其
段
ハ
ぬ
か
り
申
間
敷
候
、

　

六
二　
　
　
　

御
心
得
可
有
候

　

六
三　
　
　

一
、
小
左
衛
門
、
柳
生
但
馬
殿
へ

　

六
四　
　
　
　

□（
伝
）を
以
申
上
候
由
、
地
蔵
院

　

六
五　
　
　
　

物
語
に
て
承
候
、
其
所
之

　

六
六　
　
　
　

段
者
、
御
気
遣
被
成
間

　

六
七　
　
　
　

敷
候
、
何
ほ
と
の
ゑ
ん
を

　

六
八　
　
　
　

以
申
こ
ミ
候
共
、
我
等
爰

　

六
九　
　
　
　

元
居
合
候
間
、
可
申
分
候
、

　

七
〇　
　
　
　

我
等
ニ
不
浅
被
懸
御
目
候
間
、

　

七
一　
　
　
　

随
分
可
申
候
、
則
地
蔵
院

　

七
二　
　
　
　

を
も
柳
生
殿
へ
一
礼
申

　

七
三　
　
　
　

さ
せ
候
、
談
合
申
候
間
、
是

　

七
四　
　
　
　

ほ
と
の
事
な
と
、
但
馬
殿
へ

　

七
五　
　
　
　

申
か
ぬ
る
義
ニ
て
ハ
無
之
候
、

　

七
六　
　
　
　

乍
去
其
元
ニ
て
き
お
い

　

七
七　
　
　
　

せ
つ
ハ
不
入
事
候
間
、
そ
こ

　

七
八　
　
　
　

い
を
つ
よ
く
、
う
わ
か
わ

　

七
九　
　
　
　

よ
わ
く
と
、
可
然
候

　

八
〇　
　
　

一
、
遠
国
之
訴
訟
奉
行
へ
、
又
々

　

八
一　
　
　
　

小
左
衛
門
可
申
外
ハ
有
間
敷
候
、

　

八
二　
　
　
　

安
藤
右
京
殿
、
御
内
証
之
事
ハ
、

　

八
三　
　
　
　

□（
何
）と
や
ら
に
も
可
申
上
手

　

八
四　
　
　
　

筋
候
間
、
可
御
心
易
候

　

八
五　
　
　

一
、
朽
木
民
部
少
様
と
申
て
、

　

八
六　
　
　
　

今
ほ
と
六
人
之
御
年
寄
に
て
候
、

　

八
七　
　
　
　

其
内
に
て
も
、
是
ハ
御
も
つ
あ

　

八
八　
　
　
　

か
り
に
て
候
故
、
一
ノ
御
出
頭

　

八
九　
　
　
　

に
て
候
、
別
而
我
等
ニ
御
内

　

九
〇　
　
　
　

被
下
、
殊
外
之
御
慈
に
て
候

　

九
一　
　
　

一
、
此
民
部
様
ハ
、
大
坂
籠
城

　

九
二　
　
　
　

□（
冬
）ち
ん
の
時
、
天
野
山
の



五

　

九
三　
　
　
　

か
せ
い
ニ
御
越
被
成
候
朽
木

　

九
四　
　
　
　

河
内
殿
三
番
目
の
御
子

　

九
五　
　
　
　

に
て
候
、　

上
様
之
御
気
ニ

　

九
六　
　
　
　

い
ら
せ
□（
ら
　
れ
）□候
事
、
な
ら
ひ

　

九
七　
　
　
　

な
き
故
、
天
下
之
も
ち
□（
い
）

　

九
八　
　
　
　

不
大
方
候
、
昨
日
御
用
候
と
て

　

九
九　
　
　
　

□（
よ
）び
ニ
被
下
候
間
、
参
候
ヘ
ハ
、
殊

一
〇
〇　
　
　
　

外
御
機
嫌
能
、
江
州
之

一
〇
一　
　
　
　

御
知
行
所
へ
侍
衆
被
遣
候

一
〇
二　
　
　
　

道
中
、
役
銭
い
か
ほ
と
も

一
〇
三　
　
　
　

自
由
成
様
ニ
調
く
れ
よ
と

一
〇
四　
　
　
　

被
仰
付
候
間
、
新
銭
御
用
ほ
と

一
〇
五　
　
　
　

調
、
御
内
衆
へ
渡
し
候
ヘ
ハ
、
一
段

一
〇
六　
　
　
　

御
機
嫌
よ
く
御
坐
候
間
、
よ
き

一
〇
七　
　
　
　

□（
つ
）が
い
に
申
上
候
ハ
、
先
年

一
〇
八　
　
　
　

大
坂
冬
ぢ
ん
の
時
、
御
親
父

一
〇
九　
　
　
　

河
内
守
様
、
天
野
加
勢
ニ
御
坐

一
一
〇　
　
　
　

被
成
候
時
、
御
こ
し
か
け
ら
れ
候

一
一
一　
　
　
　

地
蔵
院
で
し
、
今
地
蔵
院
、

一
一
二　
　
　
　

天
野
知
行
次
目
之
御
朱
印

一
一
三　
　
　
　

頂
戴
申
に
、
一
両
日
以
前
ニ
罷

一
一
四　
　
　
　

下
候
と
申
上
候
ヘ
ハ
、
扨
々
親
之

一
一
五　
　
　
　

看
坊
、
殊
宗
俊
が
の
か
れ
ぬ

一
一
六　
　
　
　

間
之
僧
に
て
候
ハ
ヽ
、
同
道
申

一
一
七　
　
　
　

候
へ
か
し
、
御
意
被
成
候
間
、
罷
帰
、

一
一
八　
　
　
　

地
蔵
院
へ
申
聞
候
ヘ
ハ
、
扨
々
望

一
一
九　
　
　
　

候
て
□（
成
）□
と
存
所
ニ
、
さ
や
う
ニ

一
二
〇　
　
　
　

御
坐
候
ハ
ヽ
、
可
罷
出
之
旨
ニ
候
間
、

一
二
一　
　
　
　

民
部
様
之
御
透
を
見
合
候
て
、

一
二
二　
　
　
　

地
蔵
院
同
道
可
申
候
と
存
候
、

一
二
三　
　
　
　

河
内
殿
め
し
つ
か
わ
れ
候

一
二
四　
　
　
　

衆
、
皆
々
居
被
申
候

一
二
五　
　
　

一
、
此
朽
木
民
部
様
ハ
、
安
藤
右
京
殿

一
二
六　
　
　
　

の
む
こ
殿
に
て
候
、
な
こ
ど
人
ハ

一
二
七　
　
　
　

上
様
に
て
候
、
け
つ
こ
う
な
る

一
二
八　
　
　
　

御
事
に
て
候
と
、
御
心
得
可
有
候
、

一
二
九　
　
　
　

去
年
ゟ
天
下
之
御
年
寄

一
三
〇　
　
　
　

被
仰
付
候
、
御
親
父
河
内
殿
・

一
三
一　
　
　
　

あ
に
の
兵
部
殿
よ
り
、
過
分
ニ

一
三
二　
　
　
　

御
し
あ
げ
被
成
候
、
仁
左
衛
門
殿
へ
申
候
、

一
三
三　
　
　
　

安
藤
右
京
殿
へ
の
ゑ
ん
ニ
ハ
、

一
三
四　
　
　
　

此
む
□（
こ
）殿

ほ
と
の
ゑ
ん
ハ
を
そ

一
三
五　
　
　
　

ら
く
有
間
敷
か
と
存
候

一
三
六　
　
　

一
、
天
野
御
朱
印
之
事
も
、

一
三
七　
　
　
　

随
分
は
か
の
参
候
や
う
ニ

一
三
八　
　
　
　

才
覚
可
仕
候
、
天
野
一
山
之



六

一
三
九　
　
　
　

使
僧
・
代
僧
ニ
地
蔵
院
御
下

一
四
〇　
　
　
　

に
て
候
、
一
角
き
ぼ
の
あ
る

一
四
一　
　
　
　

や
う
ニ
い
た
し
可
申
と
存
候
、

一
四
二　
　
　
　

併
同
道
之
文
殊
院
へ
ん
□（
し
）ゆ

一
四
三　
　
　
　

い
た
し
□（
候
　
ハ
）□ん

つ
れ
共
、
地
蔵
院

一
四
四　
　
　
　

壱
人
迠
を
何
方
へ
も
同
道

一
四
五　
　
　
　

可
申
候
、
左
大
夫
殿
ヘ
ハ
以
別
帋

一
四
六　
　
　
　

申
候
間
、
此
書
状
之
趣
、
は
し
〳
〵

一
四
七　
　
　
　

御
物
語
ハ
可
有
候
、
田
中
之
出
入

一
四
八　
　
　
　

之
事
を
ハ
の
け
て
、
別
之
事
ハ

一
四
九　
　
　
　

御
か
た
り
可
有
候
、
小
左
衛
門
、
若

一
五
〇　
　
　
　

又
候
哉
、
な
り
も
た
ゝ
ぬ
訴
訟
ニ

一
五
一　
　
　
　

爰
元
へ
下
候
と
し
れ
候
ハ
ヽ
、
無

一
五
二　
　
　
　

御
油
断
御
状
可
給
候
、
吉
兵
衛

一
五
三　
　
　
　

か
た
へ
被
仰
候
ハ
ヽ
、
便
ハ
切
レ
御
坐
候
、

一
五
四　
　
　
　

御
油
断
有
間
敷
候
、
我
等
事
、

一
五
五　
　
　
　

爰
元
御
慈
過
候
而
、
の
ほ
る
事

一
五
六　
　
　
　

成
か
た
く
、
迷
惑
申
候
、
乍
去
外
聞

一
五
七　
　
　
　

実
儀
ハ
よ
く
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ら
や

一
五
八　
　
　
　
　
　

極
月
十
三
日　
　

宗
俊
（
花
押
）

一
五
九　
　
　
　

小
谷
大
夫
殿　
　
　
便
ニ
返
事

一
六
〇　
　
　
　

田
中
仁
左
衛
門
殿　
　
　
待
入
申
候
、
以
上

二　

奈
良
屋
宗
俊
書
状
の
内
容
と
作
成
時
期

　

書
状
は
一
つ
書
き
を
連
ね
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
つ
書
き
に
つ
い
て
、
行

番
号
を
付
し
て
内
容
を
略
記
す
る
。

　
〔
一
～
二
〕
今
井
宗（
兼
久
）薫

の
内
衆
が
上
方
へ
上
ら
れ
、
よ
い
序
で
な
の
で
手
紙
を
送
る
。

　
〔
三
～
六
〕
地（
阿
鑁
）

蔵
院
が
一
二
月
一
〇
日
に
江
戸
到
着
、
す
ぐ
に
談
話
し
、
貴
公
ら
の

無
事
を
確
認
し
た
。
こ
ち
ら
も
無
事
で
あ
る
。

　
〔
七
～
二
〇
〕
天
野
山
金
剛
寺
の
継
目
領
知
朱
印
に
つ
い
て
は
、
一
一
日
に
寺
社
奉

行
へ
使
僧
と
代
僧
の
両
人
が
参
上
し
、
引
付
の
帳
に
記
載
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら

地
蔵
院
が
彼
ら
に
同
道
し
、
う
ま
く
や
る
の
で
安
心
し
て
ほ
し
い
。
我
ら
は
去

年
か
ら
味
方
し
て
江
戸
に
下
り
、
こ
こ
で
一
年
を
暮
ら
し
て
い
る
が
、
他
人
な

ら
一
〇
年
か
け
て
も
実
現
し
な
い
嘆
願⑤

を
ま
と
め
上
げ
、
あ
ち
こ
ち
取
り
入
っ

て
順
調
な
の
で
、
安
心
し
て
ほ
し
い
。

　
〔
二
一
～
二
三
〕
田
中
の
件
に
つ
い
て
は
、
九
月
一
一
日
に
書
状
を
出
し
た
が
、
届

か
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

　
〔
二
四
～
三
一
〕
田
中
小
左
衛
門
は
江
戸
へ
下
り
、
遠
国
訴
訟
担
当
の
三
奉
行
へ
出

訴
し
た
が
、
松
平
出（
勝
隆
）雲

守
殿
は
最
上
へ
出
張
の
た
め
留
守
だ
っ
た
の
で
、
安（
重
長
）藤

・

堀（
利
重
）の

両
人
へ
願
い
出
た
そ
う
で
あ
る
。

　
〔
三
二
～
六
二
〕
根
来
右（
盛
重
）京
殿
が
小（
根
来
盛
正
）

左
次
殿
へ
そ
の
こ
と
を
告
げ
、
事
情
を
知
る
宗

俊
か
ら
詳
細
を
聞
い
て
三
奉
行
へ
道
理
を
申
し
上
げ
、
奉
行
の
仰
せ
を
聞
い
た

う
え
で
返
事
す
る
よ
う
に
、
と
の
指
示
だ
っ
た
の
で
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
通

り
を
小
左
次
殿
に
伝
え
、
同
氏
は
九
月
五
日
に
安
藤
殿
、
ま
た
堀
殿
へ
説
明
し

た
。
御
両
人
は
、
一
度
上
方
の
裁
判
で
対
決
し
、
そ
の
時
の
奉
行
が
判
決
を
下



七

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
覆
す
こ
と
は
な
い
、
と
の
仰
せ
で
あ
る
と
安
藤

殿
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
件
を
書
状
に
認
め
て
送
っ
た
の
に
、
届
か
な

か
っ
た
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
そ
の
後
も
小
左
次
殿
を
通
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
奉
行

衆
へ
申
し
上
げ
て
い
る
。
我
ら
が
こ
こ
に
い
る
の
で
、
抜
か
り
は
な
い
。

　
〔
六
三
～
七
九
〕
小
左
衛
門
が
柳
生
但（
宗
矩
）馬

守
殿
へ
伝
手
を
頼
っ
て
話
を
し
て
い
る
、
と

地
蔵
院
か
ら
聞
い
た
が
、
我
ら
が
こ
ち
ら
に
い
る
の
で
、
気
遣
い
は
無
用
。
柳

生
殿
は
我
ら
に
目
を
か
け
て
下
さ
っ
て
お
り
、
地
蔵
院
も
柳
生
殿
に
挨
拶
さ
せ
、

出
入
り
の
件
を
話
す
つ
も
り
。
貴
公
ら
は
、
強
い
信
念
を
持
ち
つ
つ
、
表
面
上

は
柔
軟
に
装
う
べ
き
で
あ
る
。

　
〔
八
〇
～
八
四
〕
小
左
衛
門
は
、
ま
た
遠
国
の
訴
訟
奉
行
に
訴
え
る
ほ
か
は
な
い
だ

ろ
う
。
安
藤
殿
へ
内
々
に
話
を
す
る
手
段
は
あ
る
の
で
、
安
心
し
て
ほ
し
い
。

　
〔
八
五
～
九
〇
〕
朽
木
民（
稙
綱
）部
少
輔
殿
と
い
う
人
は
最
近
「
六
人
の
年
寄
」
に
な
っ
た

が
、
小
姓
あ
が
り
で
一
番
の
出
世
で
あ
る
。
と
く
に
我
ら
に
味
方
し
て
、
大
事

に
し
て
下
さ
る
。

　
〔
九
一
～
一
二
四
〕
こ
の
朽
木
民
部
殿
は
大
坂
冬
の
陣
の
お
り
、
天
野
山
金
剛
寺
に
加

勢
し
た
朽
木
河（
元
綱
）内
守
殿
の
三
男
で
、
上
（
将
軍
家
光
）
様
の
多
大
な
寵
愛
を
受
け
て
出
世
し
た
。

昨
日
伺
候
す
る
と
、
侍
衆
を
近
江
の
知
行
所
へ
遣
わ
す
役
銭
を
無
心
さ
れ
た
の

で
、
必
要
分
の
新
銭
を
調
達
し
て
差
し
上
げ
た
。
継
目
朱
印
を
頂
戴
す
る
た
め
、

地
蔵
院
の
江
戸
来
訪
を
告
げ
る
と
、
連
れ
て
く
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
、
お
り
を
見
て
地
蔵
院
を
同
道
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
〔
一
二
五
～
一
三
五
〕
こ
の
民
部
殿
は
安
藤
右
京
進
殿
の
婿
で
、
仲
人
は
上
様
で
あ
り
、

結
構
な
こ
と
だ
。
昨
年
か
ら
天
下
の
年
寄
に
な
り
、
父
・
兄
（
朽
木
宣
綱
）よ

り
も
出
世
し
て

い
る
。
仁
左
衛
門
殿
へ
申
し
上
げ
る
が
、
安
藤
殿
へ
は
、
こ
の
婿
殿
ほ
ど
強
力

な
縁
故
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
〔
一
三
六
～
一
五
七
〕
天
野
山
朱
印
の
件
も
、
で
き
る
だ
け
進
捗
す
る
よ
う
に
努
力
す

る
。
山
内
代
表
の
両
僧
に
地
蔵
院
を
加
え
て
勢
力
を
拡
大
し
、
同
道
の
文
殊
院

に
替
わ
っ
て
地
蔵
院
を
ど
こ
へ
で
も
連
れ
て
行
く
つ
も
り
で
あ
る
。
左
大
夫
殿

へ
は
、
田
中
の
出
入
り
以
外
の
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
。
小
左
衛
門
が
ま
た
訴

訟
に
江
戸
に
来
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
書
状
を
よ
こ
し
て
ほ
し
い
。
吉
兵
衛
方

へ
は
紙
片
の
便
り
が
あ
り
、
油
断
な
き
よ
う
に
。
我
ら
は
こ
こ
で
大
事
に
さ
れ

す
ぎ
て
帰
国
で
き
ず
、
有
難
迷
惑
だ
が
、
表
向
き
・
内
実
と
も
に
う
ま
く
い
っ

て
い
る
。

　
〔
追
一
～
追
一
一
〕
一
二
月
一
〇
日
に
上
様
が
、
こ
の
間
ま
で
沢
庵
和
尚
が
お
ら
れ

た
柳
生
但
馬
守
殿
の
下
屋
敷
を
訪
れ
、
兵
法
を
語
り
合
う
な
ど
御
機
嫌
よ
く
過

ご
さ
れ
て
、
長
光
の
刀
を
賜
っ
た
。
柳
生
殿
の
出
世
ぶ
り
は
異
例
で
あ
り
、
あ

と
よ
り
追
々
報
告
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
地
蔵
院
が
無
事
に
到
着
し
た
の
で
安

心
す
る
よ
う
に
。
め
う
せ
い
へ
も
よ
ろ
し
く
。

　
〔
追
一
二
～
追
一
七
〕
ま
た
、
小
左
衛
門
が
江
戸
へ
下
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
早

く
書
状
で
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。
吉
兵
衛
へ
の
通
知
は
紙
片
を
入
れ
た
の
で
、
油

断
な
き
よ
う
に
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
全
体
を
見
る
と
奈
良
屋
宗
俊
は
、
順
調
に
進
ん
で
い
る
継
目
領

知
朱
印
状
の
件
よ
り
も
、
田
中
小
左
衛
門
の
公
事
の
ほ
う
が
気
に
か
か
っ
て
い
る
よ

う
す
で
あ
る
。
小
左
衛
門
に
は
敬
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
宗
俊
お
よ
び
宛

先
の
小
谷
大
夫
・
田
中
仁
左
衛
門
と
は
、
敵
対
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
宗
俊

と
宛
先
の
二
人
、
お
よ
び
地
蔵
院
阿
鑁
と
は
腹
蔵
な
く
や
り
取
り
し
、
深
い
信
頼
関

係
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
、
小
谷
大
夫
と
田
中
仁
左
衛
門
が
、
お
互
い
ど
の



八

よ
う
な
関
係
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
文
中
に
登
場
す
る
左
大
夫
は
、
系
図
で
は
小

谷
大
夫
の
弟
で
、
阿
鑁
の
兄
で
あ
り
、「
東
ノ
小
谷
家
」（
新
や
）
を
継
ぐ
人
物
で
あ

る
が
、
そ
の
ほ
か
の
吉
兵
衛
・
め
う
せ
い
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
。
こ
の
う
ち

田
中
仁
左
衛
門
と
田
中
小
左
衛
門
は
、
と
も
に
上
神
谷
の
田
中
村
の
人
々
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い⑥

。

　

書
状
の
日
付
に
つ
い
て
は
「
極
月
十
三
日
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
内
容
に
つ
い
て

の
以
下
の
諸
点
か
ら
、
作
成
年
が
特
定
で
き
る
。

＊�

天
野
山
金
剛
寺
が
、
ま
も
な
く
徳
川
家
光
の
領
知
朱
印
状
を
頂
戴
す
る
運
び
に
な

っ
て
お
り
〔
七
～
一
一
〕、
実
際
に
発
給
さ
れ
た
朱
印
状
の
日
付
は
、
寛
永
一
三
年

一
一
月
九
日
で
あ
る
こ
と⑦

。
後
述
す
る
よ
う
に
、
領
知
宛
行
状
の
日
付
は
あ
ら
か

じ
め
吉
日
を
選
ん
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
下
賜
さ
れ
る
日
と
は
一
致
し
な

い
こ
と
が
多
い
。

＊�

朽
木
稙
綱
が
昨
年
「
六
人
之
御
年
寄
」
に
な
っ
た
こ
と
が
見
え
る
が
〔
八
五
～
八
六
、

一
二
九
～
一
三
〇
〕、
こ
れ
は
若
年
寄
の
起
源
と
さ
れ
る
「
六
人
衆
」
の
こ
と
で
あ
り⑧

、

同
人
の
就
任
は
、『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
よ
れ
ば
寛
永
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
で
あ

る
こ
と⑨

。

＊�

追
伸
に
見
え
る
今
月
（
一
二
月
）
一
〇
日
、
柳
生
宗
矩
の
下
屋
敷
に
将
軍
家
光
が

立
寄
っ
た
と
す
る
記
載
〔
追
一
～
追
六
〕
は
、『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
一
三
年
一

二
月
一
〇
日
条
の
「
一
、
午
刻
、
麻
生
筋
御
鷹
狩
被
為
成
、（
中
略
）
一
、
酉
之
下

刻
、
麻
生
よ
り
還
御
、
柳
生
但
馬
守
下
屋
敷
ニ
て
御
膳
被
召
上
也⑩

」
に
合
致
す
る

こ
と
。

　

こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
、
書
状
は
寛
永
一
三
年
一
二
月
一
三
日
に
書
か
れ
た
も
の
と

断
定
し
た
。

三　

奈
良
屋
宗
俊
書
状
の
背
景

１　

天
野
山
金
剛
寺
と
地
蔵
院

　

書
状
に
現
れ
る
天
野
山
金
剛
寺
は
、
河
内
国
錦に
し
ご
り部
郡
天
野
山
村
に
属
し
て
い
た
真

言
宗
仁
和
寺
末
の
名
刹
で
あ
り
、
天
野
寺
と
も
呼
ば
れ
る
。
源
平
争
乱
期
か
ら
そ
の

存
立
が
確
認
さ
れ⑪

、
南
北
朝
時
代
に
は
同
郡
の
檜
尾
山
観
心
寺
と
並
び
南
朝
方
の
一

大
拠
点
と
な
っ
た
が
、
室
町
幕
府
方
の
攻
撃
で
荒
廃
し
、
各
地
の
荘
園
も
退
転
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
寺
で
は
河
内
守
護
の
畠
山
氏
に
恭
順
し
て
生
き
残
り
を
図
り
、
そ

の
庇
護
を
受
け
て
境
内
地
的
な
寺
領
の
安
堵
を
得
る⑫

。
そ
の
こ
ろ
か
ら
山
内
の
特
産

品
で
あ
る
天
野
酒
が
高
級
酒
と
し
て
有
名
に
な
り
、
将
軍
家
や
時
の
権
力
者
な
ど
、

貴
顕
へ
の
贈
答
用
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
に
至
っ
た⑬

。
僧
房
酒
の
商
業
的
成
功
は
、
山

内
の
財
政
基
盤
の
立
て
直
し
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

織
豊
期
に
お
け
る
金
剛
寺
の
領
知
宛
行
に
つ
い
て
は
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）

一
〇
月
二
三
日
、
織
田
信
長
よ
り
寺
領
田
畠
・
山
林
竹
木
・
被
官
人
ら
の
知
行
が
安

堵
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る⑭

。
つ
い
で
、
羽
柴
秀
吉
が
天
正
一
一
年
半
ば
に
天
野
山
の

検
地
を
行
い
、
九
月
一
日
に
三
〇
七
石
を
寺
領
と
し
て
安
堵
す
る
旨
の
朱
印
状
を
金

剛
寺
三
綱
宛
に
発
給
し
た⑮

。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
こ
の
う
ち

の
三
〇
〇
石
が
没
収
さ
れ
、
翌
一
二
年
九
月
一
二
日
に
「
調
略
」
が
整
っ
た
と
し
て
、

改
め
て
寄
進
さ
れ
て
い
る⑯

。
実
は
、
天
正
一
一
年
の
寺
領
安
堵
の
ち
ょ
う
ど
一
か
月

前
、
八
月
一
日
に
、
天
野
山
三
〇
〇
石
が
船
越
景
直
に
宛
行
わ
れ
て
お
り⑰

、
景
直
は

八
月
二
〇
日
に
天
野
へ
入
部
し
て
居
屋
敷
を
寄
進
し
、
翌
日
に
は
金
剛
寺
の
求
め
に

応
じ
て
山
林
竹
木
も
寄
進
し
て
い
る⑱

。
寺
領
三
〇
七
石
の
安
堵
は
そ
の
一
〇
日
後
な

の
で
、
何
ら
か
の
手
違
い
で
景
直
と
金
剛
寺
へ
の
二
重
宛
行
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ



九

な
い
。
そ
の
問
題
が
解
決
し
た
の
ち
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
一
一
月
に
は
、
増

田
長
盛
に
よ
り
検
地
が
実
施
さ
れ
て
寺
領
三
〇
七
石
が
確
定
し
、
改
め
て
寄
付
す
る

旨
の
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
が
一
二
月
二
日
付
で
発
給
さ
れ
る⑲

。
こ
の
三
〇
七
石
の
寺
領

は
江
戸
時
代
を
通
じ
、
代
々
の
領
知
朱
印
状
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る⑳

。

　

天
野
川
の
谷
あ
い
に
寺
域
を
広
げ
る
金
剛
寺
は
「
密
教
久
住
之
霊
区
、
練
行
不
退

之
道
場㉑

」
で
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
は
七
五
の
院
坊
を
擁
し
て
い
た㉒

。
そ
の

一
つ
が
、
小
谷
大
夫
の
弟
、
阿
鑁
が
住
持
を
務
め
る
地
蔵
院
で
あ
る
。
同
院
の
創
建

時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
七
月
に
は
、
当
時
の
院
主
海

鑁
が
灯
明
田
を
三
綱
に
寄
進
し
た
こ
と
が
見
え
る㉓

。
文
禄
三
年
の
検
地
で
は
田
畑
二

九
筆
を
名
請
け
し
、
総
高
四
三
石
七
斗
七
升
八
合
に
上
っ
た㉔

。
こ
れ
は
、
当
時
の
院

坊
の
な
か
で
満
善
院
に
つ
ぐ
二
番
目
の
規
模
で
あ
り
、
山
内
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
有

力
子
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

宗
俊
書
状
で
は
、
大
坂
冬
の
陣
の
お
り
、
朽
木
稙
綱
の
父
、
元
綱
が
天
野
山
の
加

勢
に
来
た
と
あ
る
が
〔
九
一
～
九
四
、
一
〇
七
～
一
一
〇
〕、
こ
れ
は
戦
乱
に
乗
じ
た
雑
兵

ら
の
濫
防
狼
藉
に
対
処
す
る
た
め
で
、
金
剛
寺
文
書
に
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
徳
川
家

康
の
側
近
、
本
多
正
純
ら
の
連
署
奉
書
が
残
り㉕

、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
朽
木
元
綱

の
項
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る㉖

。
こ
の
と
き
、
元
綱
は
地
蔵
院
に
駐
留
し
て
い
た
よ

う
で
、
阿
鑁
は
当
時
、
地
蔵
院
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
一
一
〇
～
一
一
一
〕。
両
人

が
そ
の
と
き
に
顔
を
合
わ
せ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
が
ら
、
地
蔵
院
と
朽
木
家
の
関

係
は
こ
の
と
き
に
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朽
木
稙
綱
が
地
蔵
院
の
こ
と
を
「
親
之

看
坊
」〔
一
一
四
～
一
一
五
〕
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
び
、
江
戸
に
や
っ
て
き
た
現
院
主

の
阿
鑁
を
同
道
す
る
よ
う
に
、
奈
良
屋
宗
俊
に
申
し
付
け
て
い
る
ほ
ど
、
両
者
の
関

係
は
良
好
で
あ
る
。

　

阿
鑁
が
江
戸
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
将
軍
家
光
の
継
目
領
知
朱
印
状
を
頂
戴
す
る

に
あ
た
り
、
代
表
で
あ
る
使
僧
・
代
僧
に
有
力
子
院
で
あ
る
地
蔵
院
が
加
わ
る
こ
と

で
「
一
角
き
ぼ
の
あ
る
や
う
ニ
」〔
一
四
〇
～
一
四
一
〕
し
て
、
金
剛
寺
の
勢
威
を
示
す

た
め
、
お
よ
び
朽
木
家
先
代
と
の
縁
を
利
用
し
、
六
人
衆
の
「
一
ノ
御
出
頭
」〔
八
八
〕

で
、
家
光
の
信
頼
厚
い
稙
綱
と
緊
密
な
関
係
を
結
び
、
寺
社
方
朱
印
改
め
を
担
当
す

る
寺
社
奉
行
に
働
き
か
け
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱

印
状
の
取
得
を
有
利
に
進
め
、
他
の
寺
社
よ
り
一
刻
も
早
く
頂
戴
す
る
こ
と
が
最
終

の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

阿
鑁
が
小
谷
家
か
ら
金
剛
寺
地
蔵
院
に
入
っ
た
経
緯
は
、
今
の
と
こ
ろ
窺
い
知
れ

な
い
。
金
剛
寺
は
河
内
・
和
泉
の
国
境
近
く
に
立
地
し
、
西
方
で
和
泉
国
大
鳥
郡
に

接
し
て
お
り
、
天
野
街
道
か
ら
西
高
野
街
道
、
ま
た
は
泉
北
丘
陵
を
越
え
る
上
神
谷

街
道
（
妙
見
道
）
に
よ
っ
て
、
上
神
谷
や
堺
と
も
近
距
離
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。
小

谷
家
は
、
石
津
川
沿
い
の
上
神
谷
一
三
か
村
を
束
ね
る
触
頭
を
務
め
、
山
年
貢
の
取

り
立
て
も
行
う
山
代
官
の
権
限
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
文
禄
三
年
検
地
帳
に
は
姓
の

「
小
谷
」
で
名
請
け
す
る
中
世
以
来
の
旧
家
で
あ
っ
た
と
い
う㉗

。
た
だ
、
系
図
に
記
さ

れ
た
鎌
倉
時
代
築
城
の
小
谷
城
を
本
拠
と
し
た
在
地
領
主
と
い
う
由
緒
に
は
疑
問
が

あ
り
、
小
谷
家
が
上
神
谷
に
現
れ
る
の
は
天
文
年
間
で
あ
っ
て
、
触
頭
役
も
一
時
的

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た㉘

。

　

系
図
よ
る
と
、
阿
鑁
の
長
兄
、
大
夫
政
重
は
天
正
二
年
生
ま
れ
、
次
兄
の
左
大
夫

政
長
は
天
正
一
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
阿
鑁
の
生
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
母
親
が
文

禄
元
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
天
正
一
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
す
る
と
、
地
蔵
院
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
大
坂
冬
の
陣
の
お
り
は
二
〇

歳
代
後
半
、
寛
永
一
三
年
の
江
戸
下
向
時
は
五
〇
歳
前
後
の
壮
年
期
と
な
り
、
年
齢



一
〇

的
に
齟
齬
は
な
い
。

　

阿
鑁
が
仏
門
に
入
っ
た
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
系
図
で
は
、
天
野
山
金
剛
寺
地
蔵

院
の
院
主
の
ほ
か
に
も
、
和
泉
国
大
鳥
郡
の
鉢
峯
山
長
福
寺
（
後
に
法
道
寺
と
改
名
）、

豊
田
村
法
安
寺
の
住
持
を
務
め
、
片
蔵
村
立
安
寺
も
兼
帯
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、

金
剛
寺
の
家
光
継
目
朱
印
状
を
頂
戴
し
て
以
後
の
阿
鑁
の
動
向
は
明
ら
か
で
な
い
。

わ
ず
か
に
、
寛
永
一
九
年
（
一
六
四
二
）
八
月
一
八
日
付
で
、
江
戸
か
ら
天
野
山
へ

無
事
に
帰
っ
た
こ
と
を
祝
福
す
る
寺
社
奉
行
取
次
の
書
状
が
小
谷
家
文
書
中
に
残
っ

て
お
り㉙

、
御
朱
印
下
賜
か
ら
六
年
後
、
何
ら
か
の
公
事
で
江
戸
に
下
っ
て
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。

　

金
剛
寺
で
は
江
戸
初
期
か
ら
「
衆
中
恣
企
濫
訴
、
猥
懈
勤
行
」
と
い
う
状
態
に
あ

っ
た
よ
う
で
、
本
山
の
仁
和
寺
も
こ
れ
を
苦
々
し
く
思
い
、
古
来
の
寺
法
を
守
り
恒

例
の
仏
事
を
務
め
る
よ
う
、
下
文
を
出
し
て
い
た㉚

。
だ
が
、
常
態
化
し
た
争
論
は
収

拾
が
つ
か
ず
、
や
が
て
金
剛
寺
全
体
を
揺
る
が
す
騒
動
に
発
展
す
る
。
地
蔵
院
・
安

養
院
・
阿
弥
陀
院
と
そ
れ
以
外
の
天
野
山
中
と
の
間
で
出
入
り
が
数
年
続
い
た
末
、

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
寺
社
奉
行
の
厳
し
い
裁
許
が
下
り
た
の
で
あ
る
。
老
中
・

三
奉
行
・
大
目
付
ら
一
〇
名
の
評
定
に
基
き
、「
数
度
本
寺
違
背
之
科
不
浅
」
と
の
判

断
で
、
地
蔵
院
以
下
の
三
僧
に
対
し
、
江
戸
・
京
都
・
大
坂
・
堺
・
高
野
山
・
河
内

国
中
の
六
か
所
か
ら
の
追
放
と
い
う
処
分
が
下
さ
れ
た㉛

。
追
放
を
受
け
た
安
養
院
・

阿
弥
陀
院
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
夏
ご
ろ
よ
り
制
禁
を
破
っ
て
本
山
の
仁
和

寺
へ
接
触
し
、
詫
び
を
入
れ
た
が㉜

、
そ
の
な
か
に
地
蔵
院
は
い
な
い
。
こ
の
公
事
の

当
事
者
の
一
人
、
地
蔵
院
の
住
持
が
阿
鑁
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
い
ま
だ
未
確
認

で
あ
る
。

２　

堺
の
奈
良
屋
と
宗
俊
の
人
脈

　

書
状
の
差
出
人
、
奈
良
屋
宗
俊
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
で
そ
の
名
を
見
出
し
え

な
い
。
書
状
を
、
堺
の
茶
人
で
代
官
で
も
あ
っ
た
故
今
井
宗
薫
（
兼
久
）
の
内
衆
に

託
し
て
い
る
こ
と
〔
一
～
二
〕、
堺
南
宗
寺
の
住
持
で
大
徳
寺
一
五
三
世
の
沢
庵
和
尚

〔
追
二
〕
と
知
己
の
間
柄
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、
朽
木
稙
綱
が
内
衆
を
近
江
の
知
行
所

へ
遣
わ
す
と
き
旅
費
を
即
断
で
融
通
し
て
い
る
こ
と
〔
一
〇
〇
～
一
〇
五
〕
な
ど
か
ら
、

堺
の
裕
福
な
町
衆
の
一
人
で
茶
人
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

奈
良
屋
の
屋
号
は
、
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
時
代
を
通
じ
、
堺
の
史
料
に
散
見
さ
れ

る
。
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
四
月
二
八
日
の
「
念
仏
寺
築
地
修
理
料
差
文㉝

」
に
よ

る
と
、
銭
一
貫
文
ず
つ
寄
付
し
た
一
一
四
名
中
、
甲
斐
町
の
九
郎
左
衛
門
・
藤
次
郎
・

弥
次
郎
と
材
木
町
の
彦
三
郎
に
そ
れ
ぞ
れ
「
な
ら
や
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、

時
代
的
に
早
い
。
織
豊
期
に
な
る
と
、
堺
の
数
寄
者
と
し
て
奈
良
屋
宗
意
（
宗
怡
）・

宗
也
が
現
れ
る
。
宗
意
は
も
と
武
野
紹
鴎
が
所
持
し
て
い
た
高
麗
筒
青
磁
の
花
入
れ

を
、
宗
也
は
中
国
宋
代
の
禅
僧
で
『
碧
巌
録
』
の
著
者
と
し
て
高
名
な
円
悟
克
勤
の

墨
蹟
を
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
し
て
お
り㉞

、
と
も
に
茶
人
で
豪
商
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

ま
た
、
徳
川
吉
宗
が
名
刀
を
集
め
て
記
録
さ
せ
た
「
享
保
名
物
帳
」
に
は
、
尾
張

徳
川
家
が
所
蔵
す
る
相
州
伝
の
短
刀
「
奈
良
屋
貞
宗
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る㉟

。「
摂
泉

之
堺
、
奈
良
や
宗
悦
と
申
者
所
持
、
并
に
親
子
藤
四
郎
も
此
者
所
持
也
」
と
の
説
明

が
あ
り
、
短
刀
の
通
称
は
旧
蔵
者
で
あ
る
堺
の
奈
良
屋
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
短
刀
の
伝
世
状
況
か
ら
、
奈
良
屋
宗
悦
は
文
禄
こ
ろ
の
人
物
と
推

測
さ
れ
る
。「
奈
良
屋
貞
宗
」
は
「
代
金
三
百
枚
」
と
評
価
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
と

「
親
子
藤
四
郎
」（
粟
田
口
吉
光
作
の
短
刀
と
小
刀
の
セ
ッ
ト
）
を
所
蔵
し
て
い
た
奈

良
屋
宗
悦
は
、
相
当
な
財
力
が
あ
り
、
前
出
の
宗
意
・
宗
也
と
一
族
だ
っ
た
可
能
性



一
一

も
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
屋
宗
俊
が
書
状
の
な
か
で
、
将
軍
家
光
が
柳
生
宗
矩
へ
、
お

そ
ら
く
供
応
の
見
返
り
に
下
賜
し
た
長
船
長
光
の
刀
〔
追
五
〕
に
つ
い
て
関
心
を
寄

せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
に
も
宗
悦
と
一
脈
を
通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
堺
の
絲
年
寄
に
奈
良
屋
道
汐
（
寛
永
七
年
没
）
と
息
子
の
宗
恵
が
お

り㊱

、
宗
俊
と
生
き
た
時
代
は
重
な
る
が
、
姻
戚
関
係
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

　

奈
良
屋
宗
俊
が
幕
閣
の
な
か
で
取
り
入
っ
た
人
物
は
、
柳
生
宗
矩
（
寛
永
一
三
年

時
、
数
え
年
六
六
歳
）
と
朽
木
稙
綱
（
同
三
二
歳
）
で
あ
っ
た
。
両
人
と
も
将
軍
家

光
の
恩
寵
を
受
け
、
め
ざ
ま
し
い
出
世
を
遂
げ
て
い
る
点
に
目
を
付
け
た
の
で
あ
ろ

う
。
も
と
も
と
徳
川
家
の
兵
法
指
南
役
で
あ
っ
た
柳
生
宗
矩
は
、
寛
永
九
年
末
に
惣

目
付
（
大
目
付
）
の
一
人
に
抜
擢
さ
れ
、
同
一
三
年
八
月
に
は
知
行
地
の
大
和
国
柳

生
に
加
増
を
受
け
て
立
藩
、
大
名
と
な
っ
た
。
朽
木
稙
綱
も
小
姓
組
番
頭
か
ら
六
人

衆
の
一
人
と
な
り
、
宗
矩
と
同
時
期
に
加
増
さ
れ
、
近
江
国
朽
木
藩
を
創
設
し
て
い

る
。
柳
生
宗
矩
の
麻
布
別
邸
に
は
、
寛
永
一
二
年
末
に
幕
命
で
江
戸
に
赴
い
た
沢
庵

が
翌
年
一
〇
月
に
帰
洛
す
る
ま
で
寓
居
し
て
い
た
の
で㊲

〔
追
一
～
三
〕、
宗
俊
は
沢
庵

を
通
じ
て
宗
矩
と
誼
を
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
兵
法
・
禅
・
茶
道
は

相
通
じ
る
精
神
世
界
を
持
ち
、
江
戸
初
期
の
質
実
な
武
家
文
化
の
中
核
を
な
す
も
の

で
あ
っ
て㊳

、
宗
俊
は
茶
人
と
し
て
そ
の
な
か
に
食
い
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

朽
木
稙
綱
の
ほ
う
は
書
状
に
見
え
る
よ
う
に
、
父
の
元
綱
と
金
剛
寺
地
蔵
院
の
縁

故
に
よ
り
、
親
密
な
関
係
を
築
い
て
い
る
が
、
宗
俊
に
と
っ
て
は
、
稙
綱
が
将
軍
家

光
の
仲
人
に
よ
っ
て
寺
社
奉
行
の
安
藤
重
長
の
娘
と
婚
姻
し
て
い
る㊴

こ
と
が
、
さ
ら

に
重
要
で
あ
る
。
金
剛
寺
の
継
目
領
知
朱
印
状
も
田
中
小
左
衛
門
が
起
こ
し
た
遠
国

訴
訟
も
寺
社
奉
行
の
管
掌
な
の
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
と
太
い
パ
イ
プ
で
結
ば
れ
る

こ
と
は
、
両
件
を
有
利
に
運
ぶ
う
え
で
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
周
旋
に
長
け

た
宗
俊
は
一
年
前
か
ら
財
力
と
茶
道
、
数
寄
者
と
し
て
の
知
識
を
も
っ
て
「
こ
な
た

か
な
た
取
入
、
忝
仕
合
ニ
而
候
」〔
一
八
～
一
九
〕
と
、
有
望
な
人
脈
作
り
に
成
功
し

た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
左
大
夫
や
吉
兵
衛
へ
は
通
知
す
る
内
容
を
制
限
し
、
田
中

小
左
衛
門
の
動
向
に
つ
い
て
は
い
ち
早
く
知
ら
せ
る
よ
う
念
を
押
す
な
ど
、
情
報
の

や
り
取
り
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
自
信
家
で
度
量
が

あ
り
、
か
つ
用
意
周
到
な
宗
俊
の
人
と
な
り
が
、
書
状
の
文
章
か
ら
浮
か
び
上
が
る

の
で
あ
る
。

３　

寺
社
奉
行
と
遠
国
訴
訟

　
『
江
戸
幕
府
日
記
』
寛
永
一
二
年
一
一
月
九
日
条
に
は
「
安
藤
右
京
進
・
松
平
出
雲

守
・
堀
市
正
、
諸
国
寺
社
方
訴
訟
之
儀
、
承
届
可
致
言
上
之
旨
被　

仰
付
云
㊵々

」
と

あ
り
、『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
同
日
条
で
は
、「
こ
れ
寺
社
奉
行
の
創
置
な
り
」
と
の

説
明
が
あ
る㊶

。
宗
俊
の
書
状
が
出
さ
れ
る
一
年
一
か
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。
創
置
の

翌
一
〇
日
に
は
、
老
中
や
諸
役
人
の
管
掌
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
「
寛
永
十
二
年

条
㊷々

」
が
出
さ
れ
、
寺
社
奉
行
に
関
し
て
は
「
一
、
寺
社
方
幷
遠
国
訴
訟
之
事
、
松

平
出
雲
守
・
堀
市
正
・
安
藤
右
京
右
三
人
、
一
月
宛
可
致
番
事
」
と
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
考
察
す
べ
き
は
「
寺
社
方
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寺
社
奉
行
誕

生
の
前
年
、
寛
永
一
一
年
三
月
三
日
に
出
さ
れ
た
「
老
中
宛
法
度㊸

」
に
は
、
老
中
（
当

時
は
「
年
寄
」）
の
管
掌
事
項
の
一
つ
に
「
寺
社
方
之
事
」
が
あ
り
、
寺
社
奉
行
は
こ

の
職
掌
を
引
き
継
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
法
度
は
「
右
条
々
御
用
之
義
幷
御
訴
訟
之

事
、
承
届
可
致
言
上
也
」
と
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、「
寺
社
方
之
事
」
は
「
寺
社
方
御

用
」
と
「
寺
社
方
訴
訟
」
の
両
方
を
含
ん
で
い
た
と
断
定
で
き
る
。
右
記
『
江
戸
幕

府
日
記
』
中
の
「
寺
社
方
訴
訟
」
に
つ
い
て
は
、「
寺
社
方
の
訴
訟
」
と
す
る
見
方
も
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あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
寛
永
十
二
年
条
々
」
の
「
寺
社
方
幷
遠
国
訴
訟
」
を
省
略
し

た
も
の
と
考
え
、「
諸
国
寺
社
方
・
訴
訟
之
儀
」
と
、
並
列
的
に
読
む
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、「
老
中
宛
法
度
」
の
解
釈
を
援
用
し
、
寺
社
奉
行
は
、
寺
社
に
関
わ
る
御
用

と
訴
訟
の
ほ
か
に
、
遠
国
訴
訟
を
兼
務
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。

　

奈
良
屋
宗
俊
の
書
状
で
は
、
寺
社
と
遠
国
訴
訟
の
奉
行
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
金
剛
寺
の
継
目
領
知
朱
印
状
出
願
の
件
は
「
寺
役

御
奉
行
三
人
様
へ
」〔
九
〕、
田
中
小
左
衛
門
の
訴
訟
の
件
は
「
遠
国
之
訴
訟
御
聞
被

成
候
安
藤
右
京
進
殿
・
堀
市
正
殿
・
松
平
出
雲
殿
、
此
三
人
様
へ
」〔
二
五
～
二
七
〕
お

よ
び
「
遠
国
之
訴
訟
奉
行
へ
」〔
八
〇
〕
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
、
寺
社
奉
行
の
職
掌

の
な
か
で
、
全
国
の
寺
社
・
寺
社
領
に
関
す
る
御
用
、
お
よ
び
寺
社
内
・
寺
社
間
な

ど
で
の
訴
訟
を
合
わ
せ
た
寺
社
関
係
の
業
務
と
、
関
八
州
以
外
で
起
こ
っ
た
解
決
困

難
な
出
入
り
を
扱
う
遠
国
訴
訟
と
が
区
別
さ
れ
、
二
本
立
て
の
職
掌
と
見
な
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
状
か
ら
は
、
下
々
に
お
い
て
も
こ
の
二
つ
の
職
掌

を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

小
谷
大
夫
ら
を
巻
き
込
ん
だ
田
中
小
左
衛
門
の
出
入
り
は
、
和
泉
国
の
地
元
で
起

こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
幕
府
代
官
と
し
て
同
国
を
支
配
し
て
い
た
根
来
盛
重

と
、
そ
の
息
子
で
書
院
番
を
務
め
る
盛
正
が
、
書
状
に
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
〔
三

二
〕。
と
こ
ろ
で
、
遠
国
訴
訟
で
い
う
「
遠
国
」
の
範
囲
は
、
勘
定
奉
行
の
管
轄
地
域

と
の
兼
ね
合
い
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
幕
政
機
構
が
整
う
と
、
寺
社
奉
行
が
取
り
扱

う
訴
訟
は
、「
寺
社
幷
寺
社
領
、
関
八
州
之
外
私
領

4

4

4

4

4

4

4

、
幷
関
八
州
内
に
て
も
寺
社
領
よ

り
御
府
内
へ
懸
り
候
出
入㊹

」
と
な
り
、
全
国
に
散
在
す
る
幕
府
代
官
領
の
訴
訟
は
勘

定
奉
行
の
管
轄
と
な
っ
た
。
だ
が
、
当
初
は
田
中
小
左
衛
門
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
遠
国
で
の
御
料
・
私
領
の
分
掌
は
さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
く
、
寺
社
奉
行
は
関
八

州
外
の
訴
訟
を
広
く
管
掌
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
田
中
小
左
衛
門
の
出
入
り
が
実
際
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か

は
、
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
支
配
違
い
で
、
ど
こ
か
の
私
領
か
寺
社
領
と
出
入
り

に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
書
状
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
し
て
、
地
蔵
院
を
含

む
金
剛
寺
が
訴
訟
の
相
手
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
田
中
小
左
衛
門

を
田
中
村
の
小
左
衛
門
の
こ
と
だ
と
す
る
と
、
上
神
谷
が
根
来
代
官
所
か
ら
堺
奉
行

石
河
勝
政
の
支
配
に
切
り
替
わ
る
寛
永
一
八
年
こ
ろ
に
、
田
中
村
の
欠
落
百
姓
の
跡

地
を
め
ぐ
っ
て
、
豊
田
村
か
ら
の
入
植
を
小
左
衛
門
が
拒
否
し
た
こ
と
で
争
論
が
起

こ
っ
て
い
る㊺

。
本
稿
の
書
状
は
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
で
、
江
戸
へ
の
出
訴
は
別
件

で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
こ
の
と
き
か
ら
、
豊
田
村
の
小
谷
大
夫
に
対
す
る
小
左
衛
門

の
遺
恨
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
左
衛
門
が
江
戸
へ
出
訴
し
た
時
期
は
、
寺
社
奉
行
の
一
人
、
松
平
勝
隆
が
最
上

へ
出
張
し
て
い
る
間
で㊻

〔
二
八
～
三
〇
〕、
宗
俊
が
出
訴
の
顛
末
を
知
ら
せ
よ
う
と
書

状
（
未
着
）
を
認
め
る
以
前
、
お
そ
ら
く
八
月
中
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
奉
行
に

は
「
寛
永
十
二
年
条
々
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
月
番
制
が
敷
か
れ
て
い

た
が
、
こ
の
場
合
の
出
訴
先
は
月
番
に
か
か
わ
ら
ず
、
安
藤
・
堀
両
人
で
あ
っ
た
。

在
地
代
官
の
根
来
盛
重
は
、
出
入
り
の
事
情
を
知
る
宗
俊
が
ち
ょ
う
ど
江
戸
に
滞
在

し
て
い
る
の
で
、
息
子
に
詳
細
を
尋
ね
さ
せ
、
覚
書
に
ま
と
め
て
二
奉
行
に
報
告
さ

せ
た
。
両
人
は
そ
れ
を
吟
味
し
、
す
で
に
上
方
で
訴
訟
対
決
が
行
わ
れ
、
裁
許
が
下

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
判
断
を
支
持
す
る
こ
と
に
し
た
〔
三
二
～
五

二
〕。
出
入
り
の
起
こ
っ
た
場
所
が
寺
社
奉
行
の
専
管
地
域
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、
手

間
の
か
か
る
遠
国
訴
訟
を
な
る
べ
く
回
避
し
、
早
々
に
内
済
を
模
索
す
る
よ
う
す
が

窺
え
る
。
も
っ
と
も
、
上
方
で
の
訴
訟
が
ど
こ
で
起
こ
さ
れ
、
誰
が
審
理
し
た
の
か
、
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三

特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
二
奉
行
の
意
向
を
受
け
て
小
左
衛
門
が
そ

の
後
ど
う
し
た
か
、
再
度
江
戸
へ
向
か
っ
た
の
か
ど
う
か
も
、
残
念
な
が
ら
知
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

奈
良
屋
宗
俊
が
一
年
前
か
ら
江
戸
に
下
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
金
剛
寺
の
領
知
朱

印
状
出
願
の
た
め
で
あ
る
。
小
左
衛
門
の
出
訴
は
後
発
の
出
来
事
で
あ
り
、
管
轄
が

同
じ
寺
社
奉
行
で
あ
る
の
で
、
小
谷
大
夫
ら
の
意
を
受
け
て
宗
俊
が
関
与
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

寺
社
方
領
知
朱
印
状
の
発
給

１　

徳
川
将
軍
家
の
領
知
宛
行

　

つ
ぎ
に
本
題
に
入
り
、
奈
良
屋
宗
俊
が
協
力
し
た
天
野
山
金
剛
寺
の
継
目
領
知
朱

印
状
の
出
願
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
徳
川
将
軍
家
が
行
な
っ
た
領

知
宛
行
（
そ
れ
を
追
認
す
る
安
堵
を
含
む
）
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。

　

将
軍
家
の
領
知
宛
行
は
、
江
戸
時
代
封
建
制
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
と
く

に
家
康
・
秀
忠
・
家
光
三
代
に
わ
た
る
幕
藩
体
制
の
成
立
期
に
は
、
各
種
の
法
整
備

と
、
領
知
宛
行
状
発
給
の
前
提
と
な
る
全
国
の
土
地
支
配
に
よ
っ
て
、
武
家
、
禁
中

と
公
家
、
寺
社
を
支
配
・
統
制
し
た
。
こ
の
う
ち
寺
社
の
朱
印
地
は
、
全
国
総
石
高

の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
が㊼

、
武
家
方
と
同
様
に
領
知
宛
行
（
寄
進
・
安
堵
）

状
が
発
給
さ
れ
、
今
日
で
も
数
多
く
が
残
る
。

　

家
康
・
秀
忠
に
は
、
将
軍
職
を
息
子
に
譲
っ
た
あ
と
も
幕
政
に
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
「
大
御
所
時
代
」
が
あ
る
。
藤
井
讓
治
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
武
家
を
対
象
と

し
た
領
知
宛
行
は
、
実
質
的
な
「
天
下
人
」
が
掌
握
す
る
軍
事
指
揮
権
と
密
接
に
関

連
す
る
。
家
康
の
大
御
所
時
代
に
は
、
家
康
だ
け
で
な
く
秀
忠
も
領
知
宛
行
状
を
発

給
し
て
お
り
、
政
権
の
円
滑
な
継
承
を
意
図
し
て
、
領
知
宛
行
権
の
一
部
を
秀
忠
に

移
譲
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
、
秀
忠
の
大
御
所
時
代
に
お
け
る
武
家
宛
の
発
給
は
、

秀
忠
の
一
手
に
掌
握
さ
れ
て
い
た㊽

。
こ
の
状
況
は
、
寺
社
宛
で
も
同
様
で
あ
る㊾

。

　

領
知
宛
行
状
は
特
定
の
日
付
で
大
量
発
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
秀
忠
の
時

代
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
将
軍
代
替
わ
り
の
証
明
と
し
て
、
先
例
を
継
承
す

る
形
で
領
知
を
安
堵
す
る
継
目
の
判
物
・
朱
印
状
が
、
吉
日
を
選
ん
で
ま
と
め
て
発

給
さ
れ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る㊿

。
領
知
宛
行
が
制
度
的
に
確
立
し
た
の
は
四
代
将
軍

家
綱
の
時
代
で
、
継
目
の
領
知
宛
行
状
は
書
札
礼
に
よ
っ
て
様
式
が
確
定
す
る�

。
武

家
方
は
一
万
石
以
上
の
大
名
が
朱
印
状
の
交
付
対
象
と
な
り
、
一
〇
万
石
以
上
お
よ

び
侍
従
は
判
物
を
頂
戴
し
、
と
も
に
詳
細
な
領
知
目
録
が
別
紙
と
し
て
付
属
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
寺
社
方
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
家
光
の
時
代
に
発
給
数
が
大
幅
に
増

加
す
る
。
後
に
は
朱
印
状
に
記
さ
れ
た
発
給
日
は
先
例
を
踏
襲
し
、
し
か
も
そ
の
日

か
ら
大
幅
に
遅
れ
て
下
賜
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

次
頁
の
表
は
、
各
将
軍
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
武
家
宛
・
寺
社
宛
の
領
知
宛
行
状

の
う
ち
、
今
日
判
明
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
発
給
数
が
際
立
っ
て
多
い
日
付
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
数
え
年
一
一
歳
で
将
軍
に
就
任
し
た
家
綱

に
よ
る
発
給
は
、
武
家
宛
が
家
光
没
後
一
三
年
、
寺
社
宛
が
同
一
四
年
で
あ
り
、
秀

忠
・
家
光
に
倣
っ
て
「
天
下
人
」
に
成
長
す
る
時
期
を
待
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
家
綱
の
あ
と
は
、
在
位
期
間
の
短
か
っ
た
家
宣
・
家
継
以
外
、
将
軍

に
就
任
し
て
一
年
か
ら
一
年
半
の
間
に
武
家
を
対
象
に
発
給
し
、
寺
社
へ
は
そ
の
後
、

就
任
か
ら
お
よ
そ
二
年
で
発
給
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
幕
藩
体
制
が
安
定
す
る
に

つ
れ
、
将
軍
に
就
任
し
た
時
点
で
「
天
下
人
」
と
認
識
さ
れ
、
継
目
の
領
知
宛
行
状

�

�
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発
給
も
形
式
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
発
給
業
務
の
管
掌
者

（
判
物
・
朱
印
状
の
申
請
先
）
も
、
初
期
に
は
武
家
方
と
寺
社
方
で
分
け
ら
れ

て
い
た
が
、
綱
吉
の
代
か
ら
は
奏
者
番
の
二
人
体
制
で
、
う
ち
一
人
は
寺
社

奉
行
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な
り
、
武
家
方
と
寺
社
方
の
両
方
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

２　

将
軍
家
光
の
寺
社
方
領
知
宛
行
と
寺
社
奉
行
の
設
置

　

続
い
て
、
将
軍
家
光
の
寺
社
宛
継
目
領
知
朱
印
状
の
発
給
に
つ
い
て
、
主

に
先
代
秀
忠
の
場
合
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

　

秀
忠
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
上
洛
し
て

お
り
、
秀
忠
親
政
期
に
発
給
が
確
認
さ
れ
る
判
物
・
朱
印
状
五
六
〇
通
（
武

家
一
三
六
・
公
家
三
六
・
寺
社
三
八
六
・
そ
の
他
二
）
の
う
ち
、
九
四
パ
ー

セ
ン
ト
が
元
和
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
武
家
宛
で
は
江
戸
出
立
前
の
五
月
二

六
日
と
上
洛
中
の
八
・
九
月
の
日
付
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
前
者
は
主
に
旗

本
、
後
者
は
西
国
大
名
を
中
心
と
し
た
限
ら
れ
た
大
名
が
対
象
で
あ
っ
た
。

寺
社
宛
は
、
三
月
と
上
洛
中
、
と
く
に
七
月
二
一
日
・
八
月
一
六
日
が
多
く
、

上
洛
前
後
は
関
東
や
中
部
方
面
、
上
洛
中
は
五
畿
内
と
そ
の
周
辺
国
を
主
な

対
象
と
し
、
三
河
・
美
濃
に
も
及
ん
で
い
る
。
公
家
へ
の
発
給
は
す
べ
て
上

洛
中
で
あ
る
。
当
時
の
寺
社
関
係
業
務
は
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝
重
と
南
禅

寺
金
地
院
の
以
心
崇
伝
が
主
に
担
当
し
て
お
り
、
諸
宗
本
山
が
多
い
畿
内
に

あ
っ
て
、
京
が
業
務
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
秀
忠
親
政
時
代

は
、
将
軍
の
上
洛
と
い
う
大
規
模
な
軍
事
行
動
の
さ
な
か
に
、
武
家
・
寺
社
・

公
家
宛
の
領
知
宛
行
状
の
発
給
事
務
を
ま
と
め
て
行
な
っ
た
こ
と
が
特
徴
で

�

�

【表】　歴代徳川将軍の領知宛行状発給状況
代数 将軍名 就任・退任・没年月日 領知宛行状発給状況（発給数が特に多い日付を示す） 継目発給業務の管掌者�

（〔奏〕：奏者番、〔寺〕：寺社奉行）武��家��宛 寺��社��宛

1 家康
慶長８年（1603）２月1２日就任�
慶長10年（1605）４月16日退任�
元和２年（1616）４月17日没

散発的 少数、黒印状も比較的多
い

２ 秀忠
慶長10年（1605）４月16日就任�
元和９年（16２3）7月２7日退任�
寛永９年（163２）1月２４日没

元和3年（1617）5月２6日�
寛永２年（16２5*）1２月11日

元和3年（1617）7月２1日�
同年８月16日

（元和3年武家宛）安藤重信ほか
（元和3年寺社宛）板倉勝重

3 家光 元和９年（16２3）7月２7日就任�
慶安４年（1651）４月２0日没 寛永11年（163４）８月４日 寛永13年（1636）11月９日 永井尚政・内藤忠重・安藤重長

〔寺〕安藤重長・松平勝隆・堀利重

４ 家綱 慶安４年（1651）８月1８日就任�
延宝８年（16８0）5月８日没 寛文４年（166４）４月5日 寛文5年（1665）7月11日 〔奏〕小笠原長矩・永井尚庸

〔寺〕井上正利・加々爪直澄

5 綱吉 延宝８年（16８0）８月２3日就任�
宝永6年（170９）1月10日没 貞享元年（16８４）９月２1日 貞享２年（16８5）6月11日 〔奏〕土屋政直→牧野富成�

〔寺〕本多忠周

6 家宣 宝永6年（170９）5月1日就任�
正徳２年（171２）10月1４日没 正徳２（171２）年４月11日 発給せず 〔奏〕松平正久�

〔寺〕安藤信友

7 家継 正徳3年（1713）４月２日就任�
享保元年（1716）４月30日没 発給せず 発給せず

８ 吉宗
享保元年（1716）８月13日就任�
延享２年（17４5）９月２5日退任�
宝暦元年（1751）6月２0日没

享保２年（1717）８月11日 享保3年（171８）7月11日 〔奏〕朽木稙元�
〔寺〕石川総茂→安藤信友→土井利意

９ 家重
延享２年（17４5）11月２日就任�
宝暦10年（1760）5月13日退任�
宝暦11年（1761）6月1２日没

延享3年（17４6）10月11日 延享４年（17４7）８月11日
〔奏〕秋元凉朝　 永井直陳→井上正敦�
〔寺〕本多正珍　 秋元凉朝→小出英持�
　　→松平忠恒

10 家治 宝暦10年（1760）９月２日就任�
天明6年（17８6）８月２5日没＋ 宝暦11年（1761）10月２1日 宝暦1２年（176２）８月11日 〔奏〕戸田氏英�

〔寺〕阿部正右→松平乗祐（佑）

11 家斉
天明7年（17８7）４月15日就任�
天保８年（1８37）４月２日退任�
天保1２年（1８４1）閏1月30日没

天明８年（17８８）3月5日 天明８年（17８８）９月11日
〔奏〕松平乗完→稲葉正諶→青山幸完�
　　→西尾忠移�
〔寺〕堀田正順→松平乗完→松平輝和

1２ 家慶 天保８年（1８37）９月２日就任�
嘉永6年（1８53）6月２２日没＋ 天保10年（1８3９）3月5日 天保10年（1８3９）９月11日

〔奏〕本多正寛→本多康禎�
〔寺〕井上正春→牧野忠雄→青山忠良�
　　→稲葉正守

13 家定 嘉永6年（1８53）11月２3日就任�
安政5年（1８5８）7月6日没＋ 安政２年（1８55）3月5日 安政２年（1８55）９月11日 〔奏〕青山幸哉�

〔寺〕本多忠民

1４ 家茂 安政5年（1８5８*）1２月1日就任�
慶応２年（1８66）7月２0日没＋ 安政7年（1８60）3月5日 万延元年（1８60）９月11日 〔奏〕松平親良�

〔寺〕松平輝聴→松平宗秀→青山幸哉

15 慶喜 慶応２年（1８66*）1２月5日就任�
慶応3年（1８67*）1２月1２日退任 発給せず 発給せず

※�将軍没年月日の後の＋は、発喪まで約半月から1か月の期間があり、表向きはその間も在位とされていたことを示す。�
※�西暦の後の*は、翌年に繰り越すことを示す。�
※�継目発給業務の管掌者（宛行状の申請先）は、『御触書集成』『正続徳川実紀』『寛政重修諸家譜』などにより、諱は代表的なものを採用する。
出典：�藤井讓治『江戸幕府領知判物・領知朱印状の基礎的研究』（表1）／『徳川秀忠・徳川家光関係文書の基礎的研究』（表3）�

史籍研究会編『徳川家判物并朱黒印（一）～（三）』（内閣文庫所蔵史籍叢刊８２～８４）
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五

あ
る
。

　

た
だ
、
秀
忠
の
時
代
で
も
、
宛
行
状
に
記
さ
れ
た
発
給
日
通
り
に
下
賜
さ
れ
た
か

ど
う
か
は
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
武
家
宛
の
場
合
、
五
月
二
六
日
付
の
宛
行
状
も

上
洛
中
の
も
の
も
、
将
軍
が
江
戸
に
戻
っ
た
後
、
一
〇
月
に
渡
さ
れ
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
寺
社
宛
に
つ
い
て
は
、
金
地
院
の
例
が
注
目
さ
れ
る
。『
本
光
国
師

日
記
』
に
よ
る
と
、
所
司
代
か
ら
崇
伝
の
も
と
に
継
目
朱
印
に
つ
い
て
触
が
届
い
た

の
が
七
月
一
二
日
。
崇
伝
は
た
だ
ち
に
、
南
禅
寺
お
よ
び
金
地
院
を
含
む
塔
頭
・
末

寺
が
過
去
に
拝
領
し
た
判
物
・
朱
印
状
計
九
通
の
目
録
と
写
し
を
提
出
し
、
一
九
日

に
は
将
軍
付
き
の
故
実
家
で
書
札
礼
を
司
る
曽
我
又
左
衛
門
尚
祐
と
相
談
し
つ
つ
、

金
地
院
宛
の
継
目
判
物
の
文
案
を
作
っ
た
。
二
一
日
、
金
地
院
領
一
九
〇
〇
石
が
文

案
に
基
い
た
文
面
で
宛
行
わ
れ
る
。
文
案
は
一
九
日
付
で
あ
っ
た
が
、
発
給
日
は
二

一
日
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
日
は
将
軍
が
伏
見
か
ら
直
接
御
所
へ
参
内
し
、
晩

に
伏
見
へ
還
御
し
て
お
り
、
実
際
に
金
地
院
が
南
禅
寺
と
共
に
二
条
城
で
領
知
判
物

を
頂
戴
し
た
の
は
九
月
九
日
で
、
将
軍
が
江
戸
に
向
け
て
伏
見
を
出
立
す
る
四
日
前

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
寺
社
関
係
業
務
を
担
当
し
て
い
る
崇
伝
で
さ
え
、
自
院
宛
の
判

物
を
日
付
通
り
に
受
け
取
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
感
覚
か
ら
す

れ
ば
、
継
目
朱
印
を
吉
日
付
で
発
給
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
頂
戴
す
る
日

は
当
日
で
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
、
秀
忠
は
大
御
所
時
代
に
も
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
七
月
か
ら
一
二

月
に
か
け
て
の
日
付
で
譜
代
大
名
と
旗
本
を
対
象
に
領
知
宛
行
状
を
一
斉
発
給
し
て

お
り
、
今
日
約
四
〇
〇
通
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
社
宛
は
、
わ
ず
か
七
通

し
か
判
明
し
て
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
家
光
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
家
光
も
寛
永
一
一
年
六
月
か
ら

�

�
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八
月
に
か
け
て
上
洛
し
て
お
り
、
在
京
中
の
閏
七
月
一
一
日
、
五
万
石
以
上
お
よ
び

城
主
で
あ
る
大
名
に
朱
印
発
給
の
意
向
を
示
し
、
永
井
尚
政
・
内
藤
忠
重
・
安
藤
重

長
に
奉
行
を
命
じ
た
。
実
際
に
は
、
上
洛
に
供
奉
し
在
京
し
て
い
る
大
名
が
対
象
で

あ
っ
て
、
同
一
六
日
に
、
判
物
・
朱
印
状
が
下
賜
さ
れ
、
奏
者
の
酒
井
忠
行
が
取
り

次
い
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
出
さ
れ
た
領
知
宛
行
状
は
八
月
四
日
付
で
あ

り
、
前
倒
し
で
手
渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
発
給
対
象
の
大
名
に
は
領
分
の
「
郷
村

高
辻
帳
」
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
、
各
大
名
は
八
月
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
、
安
藤

ら
朱
印
改
奉
行
に
提
出
し
た
。
こ
の
と
き
の
発
給
数
は
七
〇
通
で
、
そ
の
う
ち
五
七

通
が
今
日
判
明
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
光
の
上
洛
中
に
発
給
さ
れ
た
の
は
武
家
宛
の
み
で
あ
り
、
秀
忠
の

と
き
の
よ
う
に
寺
社
は
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
寛
永
元
年
に
板
倉
勝
重

が
、
同
一
〇
年
に
以
心
崇
伝
が
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
り
、
寺
社
関
係
業
務
の
処
理

が
手
薄
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
崇
伝
の
晩
年
、

そ
の
業
務
の
一
部
は
林
羅
山
（
道
春
）
が
引
き
継
ぎ
、
寺
院
の
本
末
改
め
に
携
わ
っ

て
い
る
。
家
光
が
寺
社
方
朱
印
改
め
を
念
頭
に
置
き
始
め
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、

上
洛
中
の
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
上
洛
以
後
、
家
光
に
と
っ
て
武
家
方
に
続
く

寺
社
方
領
知
宛
行
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
上

洛
の
翌
年
、
寛
永
一
二
年
一
一
月
九
日
に
寺
社
奉
行
三
名
が
任
命
さ
れ
る
。
そ
の
二

か
月
後
、『
本
光
国
師
日
記
』
に
続
く
『
金
地
日
録
』
に
よ
る
と
、
寛
永
一
三
年
一
月

一
一
日
、
寺
社
奉
行
か
ら
内
密
に
、
五
山
末
寺
の
継
目
朱
印
が
九
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
旨
を
内
々
に
五
山
に
伝
え
る
よ
う
、
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

年
の
一
一
月
九
日
付
で
寺
社
宛
の
領
知
朱
印
状
が
一
斉
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
流
れ
を
見
る
と
、
寺
社
奉
行
の
設
置
は
家
光
の
継
目
朱
印
改
め
に

�
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一
六

深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
寺
社
奉
行
は
一
般
的
に
奏
者
番
の
加
役

で
あ
る
が
、
初
代
寺
社
奉
行
の
一
人
、
安
藤
重
長
は
奉
行
就
任
時
に
は
奏
者
番
で
な

く
、
寛
永
一
四
年
に
な
っ
て
補
任
さ
れ
、
改
め
て
寺
社
奉
行
を
兼
帯
し
て
い
る
。
重

長
が
異
例
で
寺
社
奉
行
に
選
任
さ
れ
た
の
は
、
前
年
の
武
家
方
領
知
宛
行
時
に
朱
印

改
奉
行
と
し
て
実
務
経
験
が
あ
り
、
そ
の
お
り
の
手
腕
が
買
わ
れ
た
た
め
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
か
ら
も
、
寺
社
宛
の
朱
印
状
発
給
を
最
優
先
事
業
と
と
ら
え
、

そ
れ
を
手
始
め
の
業
務
と
し
て
担
当
さ
せ
る
た
め
に
、
寺
社
奉
行
が
そ
の
時
期
に
創

設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
御
所
秀
忠
が
亡
く
な
っ
て
以
後
、
二
〇
年
に
わ
た
る
治
世
の
間
に
家
光
が
発
給

し
た
寺
社
宛
の
判
物
・
朱
印
状
は
、
今
日
約
一
〇
三
〇
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
寺

社
宛
一
覧
表
に
よ
る
と
、
そ
の
う
ち
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
の
日
付
を
持
つ
も
の

は
三
七
四
通
で
、
全
体
の
三
分
の
一
強
を
占
め
る
。
家
光
が
親
政
期
に
入
っ
た
寛
永

九
年
一
月
下
旬
以
降
、
同
一
三
年
一
一
月
九
日
ま
で
に
発
給
さ
れ
た
も
の
が
二
一
通

し
か
判
明
し
て
い
な
い
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
満
を
持
し
て
の
朱
印
改
め
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
次
代
の
家
綱
が
発
給
し
た
領
知
宛
行
状
の
記
録
『
寛

文
朱
印
留
』
に
は
、
個
々
の
寺
社
宛
朱
印
状
に
「
先
判
」（
過
去
の
朱
印
）
の
発
給
日

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
家
光
の
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
寺
社
宛

朱
印
状
は
九
〇
〇
通
に
の
ぼ
る
。
た
だ
し
、
寺
社
方
の
寛
文
印
知
で
は
、
家
光
の
朱

印
状
の
み
を
持
つ
領
知
五
〇
石
未
満
の
寺
社
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は

千
を
優
に
超
え
る
朱
印
状
が
同
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

だ
が
、
寺
社
宛
の
領
知
朱
印
状
が
そ
の
日
付
の
通
り
に
下
賜
さ
れ
た
わ
け
で
な
い

こ
と
は
、
家
光
の
代
で
も
同
じ
で
あ
る
。『
江
戸
幕
府
日
記
』
に
よ
る
と
、
寛
永
一
三

年
一
一
月
九
日
付
の
継
目
領
知
判
物
・
朱
印
状
が
実
際
に
下
賜
さ
れ
た
の
は
、
一
〇

�

�
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月
一
七
日
が
最
初
で
あ
る
。

「
一�

、
就
御
代
替
、
三
河
大
樹
寺
領
不
可
有
相
違
之
御
判
、
当
住
持
頂
戴
之
、
席
御　

白
書
院

　

一�

、
寺
社
御
朱
印
、
頃
日
出
来
之
分
被
相
渡
之
、
席
大
広
間
、
老
衆
別（
列
）座

、
高
力

摂
津
守
渡
之
、
寺
社
之
面
々
膝
行
頓
首
而

頂
戴
之
」

　
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
同
日
条
に
は
、「
其
文
は
み
な
儒
役
林
道
春
信
勝
が
議
し
定

む
る
所
と
ぞ
」
と
追
記
し
て
い
る
。
以
心
崇
伝
の
在
世
中
か
ら
、
寺
社
関
係
業
務
を

部
分
的
に
担
当
し
た
林
羅
山
が
朱
印
状
の
文
章
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

続
い
て
、
一
〇
月
二
二
日
、
同
二
七
日
、
一
一
月
一
日
、
同
五
日
に
も
下
賜
さ
れ

て
い
る
が
、
発
給
日
の
一
一
月
九
日
に
は
何
ら
記
述
が
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
も

下
賜
の
記
述
が
見
え
な
い
が
、
金
剛
寺
の
例
か
ら
し
て
、
発
給
日
後
に
頂
戴
し
た
寺

社
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
一
一
月
九
日
付
の
朱
印
状
が
千

通
以
上
と
な
れ
ば
、
下
賜
に
は
何
ら
か
の
優
先
順
位
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
家
綱
の
寺
社
方
朱
印
改
め
の
状
況
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。

　

家
綱
は
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
約
一
五
〇
〇
通
の
寺
社
宛
領
知
朱
印
状
を

発
給
し
て
お
り
、
大
半
は
七
月
一
一
日
付
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
一
斉
に
下
賜
さ
れ
た

日
は
八
月
八
日
（
三
五
四
通
）、
八
月
一
七
日
（
三
三
九
通
）、
八
月
二
四
日
（
四
〇

〇
通
）、
九
月
七
日
（
三
〇
四
通
）
で
あ
り
、
初
日
の
八
月
八
日
に
は
、
知
恩
院
・
大

樹
寺
な
ど
将
軍
家
と
と
く
に
関
係
の
深
い
六
か
寺
か
ら
始
ま
り
、
基
本
的
に
遠
国
の

寺
社
が
対
象
で
あ
っ
た
。
寺
院
は
宗
派
別
で
、
徳
川
家
の
宗
旨
で
あ
る
浄
土
宗
が
優

先
さ
れ
、
諸
宗
の
本
山
、
京
・
鎌
倉
五
山
、
神
社
は
京
の
祇
園
社
・
北
野
天
神
、
摂

津
の
住
吉
社
な
ど
、
有
名
寺
社
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
法
華
宗
へ
の
下

賜
は
八
月
一
七
日
か
ら
で
あ
る
。
引
き
続
き
遠
国
の
寺
社
が
大
半
で
、
天
野
山
金
剛

�
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一
七

寺
も
こ
の
日
に
朱
印
状
を
頂
戴
し
た
。
同
二
四
日
・
九
月
七
日
は
関
八
州
の
寺
社
に

対
し
一
斉
に
朱
印
状
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
見
る
と
、
家
光
の
場
合
も

同
様
に
、
対
象
寺
社
は
将
軍
家
と
の
関
係
や
地
位
・
格
式
・
由
緒
な
ど
に
よ
っ
て
次
々

と
優
先
順
位
が
付
け
ら
れ
、
日
を
分
け
て
下
賜
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
光
は
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
の
継
目
朱
印
を
発
給
し
た
の
ち

も
、
寺
社
へ
の
領
知
宛
行
を
続
け
て
い
る
。
寺
社
宛
一
覧
表
と
『
寛
文
朱
印
留
』
に

よ
る
と
、
中
部
地
方
以
東
、
関
東
・
東
北
の
寺
社
に
主
力
が
注
が
れ
、
寛
永
一
九
年

七
月
一
七
日
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
二
月
二
四
日
・
七
月
一
七
日
・
八
月
一
七

日
・
一
〇
月
二
四
日
、
慶
安
二
年
八
月
二
四
日
・
一
〇
月
一
七
日
な
ど
の
日
付
で
五

〇
通
以
上
ま
と
め
て
発
給
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
実
際
に
下
賜
さ
れ
た
の
は
、『
江
戸
幕

府
日
記
』『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
で
は
、
寛
永
一
九
年
八
月
九
日
お
よ
び
慶
安
元
年
三

月
一
七
日
か
ら
慶
安
二
年
一
一
月
二
九
日
ま
で
、
計
九
回
に
わ
た
っ
て
い
て
、
総
数

三
二
〇
〇
通
を
超
え
る
。
そ
こ
に
は
、
領
知
宛
行
を
通
じ
て
寺
社
へ
の
支
配
を
強
化

し
よ
う
と
す
る
家
光
の
意
図
と
、
そ
の
実
務
処
理
に
あ
た
る
寺
社
奉
行
以
下
の
精
勤

ぶ
り
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

３　

将
軍
家
光
の
朱
印
状
発
給
手
続
き
と
金
剛
寺
の
場
合

　

こ
こ
で
は
、
宗
俊
書
状
に
見
え
る
金
剛
寺
の
継
目
領
知
朱
印
状
出
願
に
つ
い
て
の

記
述
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
光
時
代
の
手
続
き
の
一
端
を
探
り
た
い
。

　

金
剛
寺
の
近
く
に
は
、
檜
尾
山
観
心
寺
（
現
、
河
内
長
野
市
）・
槙
尾
山
施
福
寺
・

阿
弥
陀
山
松
尾
寺
（
以
上
現
、
和
泉
市
）
な
ど
、
由
緒
あ
る
名
刹
が
多
い
。
先
代
の

秀
忠
が
発
給
し
た
領
知
朱
印
状
は
、
金
剛
寺
宛
が
元
和
三
年
九
月
九
日
付
で
あ
る
の

に
対
し
、
施
福
寺
・
松
尾
寺
が
同
三
日
付
、
観
心
寺
が
同
七
日
付
と
微
妙
に
違
っ
て

�

�

お
り
、
発
給
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
意
向
が
働
い
て
い
た
。
だ
が
、
家
光
の
朱
印
状

は
一
様
に
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
で
あ
る
。

　

書
状
の
差
出
人
、
奈
良
屋
宗
俊
は
、
一
年
前
の
寛
永
一
二
年
末
こ
ろ
か
ら
、
金
剛

寺
の
継
目
朱
印
状
出
願
に
協
力
し
て
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
時
期
は

寺
社
奉
行
が
設
置
さ
れ
た
直
後
で
あ
り
、
宗
俊
は
そ
の
人
事
を
知
る
や
、
い
よ
い
よ

寺
社
方
朱
印
改
め
が
行
わ
れ
る
と
予
想
し
、
い
ち
早
く
金
剛
寺
が
朱
印
状
を
頂
戴
で

き
る
よ
う
、
幕
閣
に
取
り
入
っ
て
根
回
し
し
よ
う
と
江
戸
に
下
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
幕
府
か
ら
朱
印
地
を
持
つ
寺
社
宛
に
、
ど
の
よ
う
に
触
が
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
『
金
地
日
録
』
寛
永
一
三
年
一
月
一
一
日
条
に
見
え
る
、
寺
社
奉
行
か
ら
出
さ
れ
た

五
山
末
寺
の
継
目
朱
印
が
九
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
非
公
式
通
知
は
、
表
立

っ
た
触
で
は
な
く
、
南
禅
寺
を
頂
点
と
す
る
臨
済
宗
京
都
五
山
の
朱
印
改
め
に
つ
い

て
、
本
末
関
係
に
基
い
た
伝
達
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
他
の
宗
派
で
も
同

様
に
、
随
時
各
本
山
に
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
寺
社
奉
行
に
パ
イ
プ
を
持
つ
宗
俊

の
耳
に
も
、
早
い
段
階
で
入
っ
た
に
違
い
な
い
。
金
剛
寺
の
場
合
は
、
本
山
の
仁
和

寺
か
ら
内
々
通
知
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　

朱
印
改
め
伝
達
の
も
う
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
先
代
秀
忠
の
上
洛
時
に
出
さ
れ
た

寺
社
方
領
知
宛
行
の
触
で
あ
る
。『
本
光
国
師
日
記
』
に
よ
る
と
、
大
和
国
に
は
南
禅

寺
の
末
寺
の
一
つ
、
片
岡
山
達
磨
寺
（
現
、
奈
良
県
王
寺
町
）
が
あ
る
。
元
和
三
年

七
月
一
二
日
、
所
司
代
板
倉
勝
重
か
ら
以
心
崇
伝
、
ま
た
本
山
の
南
禅
寺
に
宛
て
、

継
目
朱
印
の
触
が
折
紙
で
伝
え
ら
れ
た
。
過
去
の
判
物
・
朱
印
状
が
要
求
さ
れ
た
の

で
、
崇
伝
は
達
磨
寺
を
含
む
末
寺
の
分
も
い
っ
し
ょ
に
処
理
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
達

磨
寺
に
は
奈
良
奉
行
の
中
坊
左
近
秀
政
と
大
和
支
配
の
代
官
小
野
宗
左
衛
門
貞
則
か

�

�



一
八

ら
八
月
一
五
日
付
の
書
状
が
届
き
、「
一
、
急
度
申
入
候
、
只
今
御
朱
印
之
改
候
間
、

早
々
持
参
尤
ニ
候
、
余
遅
々
候
間
、
為
其
態
申
越
候
、
恐
々
謹
言
」
と
の
文
面
で
、

先
代
の
朱
印
状
を
早
く
持
参
す
る
よ
う
に
催
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
崇
伝
は
、
翌
一

六
日
に
奈
良
奉
行
へ
、
一
八
日
に
代
官
へ
、
達
磨
寺
の
朱
印
状
は
南
禅
寺
の
諸
末
寺

で
ま
と
め
て
写
し
を
所
司
代
へ
上
げ
、
本
紙
は
曽
我
氏
へ
渡
し
た
旨
を
述
べ
、
改
め

て
写
し
を
そ
れ
ぞ
れ
へ
送
っ
た
。
そ
し
て
奈
良
奉
行
に
、「
大
和
国
中
之
寺
社
之
帳
」

に
達
磨
寺
の
領
知
内
容
（
三
〇
石
）
と
、
朱
印
状
は
南
禅
寺
と
一
統
に
下
賜
さ
れ
る

旨
を
記
す
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
継
目
朱
印
の
触
は
、
寺
社
奉
行
か
ら
寺
院
の
本
末
関
係
に
基

い
た
ル
ー
ト
と
、
上
方
な
ど
は
遠
国
奉
行
や
幕
府
の
郡
代
・
代
官
、
私
領
は
各
領
分

の
支
配
機
構
を
通
じ
て
出
さ
れ
る
ル
ー
ト
の
二
つ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
達
磨

寺
の
場
合
は
、
両
ル
ー
ト
で
伝
達
を
受
け
な
が
ら
対
応
が
疎
か
で
、
結
果
的
に
奈
良

奉
行
・
代
官
の
催
促
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
崇
伝
は
、
河
内
国
に

あ
る
末
寺
二
か
所
（
八
尾
の
真
観
寺
・
常
光
寺
）
に
関
し
て
も
、
同
様
に
処
理
す
る

意
向
を
明
か
し
て
お
り
、
後
者
の
ル
ー
ト
で
、
河
内
の
国
別
帳
に
記
載
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
に
よ
る
継
目
朱
印
の
触
は
、
寺
院
の
よ
う
な
本
末
関
係
を

持
た
な
い
神
社
へ
の
伝
達
に
お
い
て
、
よ
り
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

家
光
の
代
替
り
に
あ
た
っ
て
は
、
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
で
お
そ
ら
く
千
通

を
超
え
る
判
物
・
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
前
に
寺
社
奉
行

か
ら
公
式
な
触
が
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
寛
永
一
一
年
の
武
家
方
朱
印
改
め
の
場

合
は
、
閏
七
月
一
六
日
に
領
知
判
物
・
朱
印
状
七
〇
通
が
下
賜
さ
れ
た
が
、
そ
の
発

給
が
発
表
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
五
日
前
、
一
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
各
大
名
は
そ
の

日
ま
で
発
給
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
寺
社

�

�

宛
継
目
朱
印
状
の
下
賜
が
始
ま
っ
た
の
は
一
〇
月
一
七
日
な
の
で
、
発
給
の
触
が
出

さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
あ
ま
り
遡
ら
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
。
金
剛
寺
の
場
合
、
本

山
か
ら
の
内
々
の
通
知
は
同
年
の
早
い
時
期
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
、

大
坂
町
奉
行
ま
た
は
堺
奉
行
、
あ
る
い
は
上
方
郡
代
な
ど
か
ら
も
公
式
に
伝
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
年
前
か
ら
江
戸
で
周
旋
に
努
め
て
い
た
宗
俊
は
、
そ

の
触
流
し
の
情
報
を
得
て
、
い
よ
い
よ
と
の
思
い
を
強
く
し
、
大
樹
寺
は
じ
め
最
有

力
寺
社
へ
の
交
付
状
況
を
探
り
な
が
ら
、
出
願
の
適
時
を
見
計
ら
っ
て
地
蔵
院
阿
鑁

を
江
戸
に
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　

地
蔵
院
が
江
戸
に
到
着
し
た
の
は
一
二
月
一
〇
日
で
あ
る
。「
天
野
知
行
次
目
之
御

朱
印
頂
戴
」〔
一
一
二
～
一
一
三
〕
が
目
的
な
の
で
、
こ
の
時
点
で
朱
印
状
を
拝
領
で
き

る
見
通
し
が
確
実
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
地
蔵
院
到
着
の
翌
一
一
日
に
は
、

金
剛
寺
の
代
表
で
あ
る
二
人
の
僧
が
寺
社
奉
行
の
と
こ
ろ
へ
参
り
、「
御
引
付
之
帳
」

に
記
載
し
て
も
ら
っ
て
、
正
式
に
朱
印
状
の
申
請
が
行
わ
れ
た
。
行
き
違
い
に
な
ら

な
い
よ
う
、
地
蔵
院
の
到
着
を
待
っ
て
申
請
し
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
「
御

引
付
之
帳
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
引
付
」
と
い
う
語
は
、
評
定
や
集
会
の
記
録
、
訴
訟
に
関
す
る
記
録
や
文
書
、
後

代
の
た
め
に
作
成
す
る
先
例
集
と
い
っ
た
、
多
様
な
使
わ
れ
方
を
す
る
。
そ
れ
ら
を

集
約
す
る
と
、
引
付
は
先
例
や
後
日
の
証
拠
と
な
る
も
の
の
集
成
で
、
日
録
ま
た
は

文
書
の
写
し
の
形
を
と
り
、
当
事
者
が
職
務
に
随
伴
し
て
作
成
す
る
記
録
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
御
引
付
之
帳
」
は
、
朱
印
状
発
給
事
務
に
お
け
る
照
合
・
点
検
用
の
基
礎

帳
簿
と
言
え
る
。
継
目
朱
印
状
の
出
願
に
は
、
過
去
に
頂
戴
し
た
朱
印
状
を
提
出
し
、

証
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
御
引
付
之
帳
」
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
寄
進
・

安
堵
状
、
さ
ら
に
は
知
行
目
録
等
を
寺
社
ご
と
に
書
き
写
し
、
新
た
な
継
目
朱
印
状

�



一
九

の
文
案
作
り
の
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
寛
永
一
一
年
の
武
家
方
朱
印
改
め
で

も
、
領
知
宛
行
状
を
発
給
す
る
前
に
、
各
大
名
か
ら
提
出
さ
れ
た
領
知
判
物
・
朱
印

状
の
写
し
や
知
行
目
録
の
記
載
を
写
し
取
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
武
家
方
の
「
御
引
付

之
帳
」
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
の
寺
社
方
発
給
は

数
が
多
い
の
で
、「
御
引
付
之
帳
」
は
寺
社
奉
行
の
も
と
で
、
国
別
・
宗
派
別
に
作
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
金
剛
寺
は
、「
御
引
付
之
帳
」
記
載
の
の
ち
、
ほ

ど
な
く
朱
印
状
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
御
引
付
之
帳
」
へ
の
記
載
に
よ
り
、
金
剛
寺
の
朱
印
状

申
請
の
受
付
日
が
一
二
月
一
一
日
だ
っ
た
の
に
対
し
、
実
際
に
金
剛
寺
が
頂
戴
し
た

朱
印
状
は
一
か
月
以
上
も
遡
っ
た
一
一
月
九
日
付
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
将
軍
家

光
は
こ
の
日
に
吉
日
と
し
て
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
寺
社
宛
の

継
目
朱
印
状
発
給
は
こ
の
日
付
に
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
朱
印
地

を
持
つ
寺
社
は
、
新
規
の
継
目
朱
印
状
を
発
給
し
て
も
ら
う
た
め
、
江
戸
の
寺
社
奉

行
の
元
へ
出
願
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
千
以
上
で
あ
ろ
う
寺
社
を
処
理
す
る
事
務

量
は
相
当
な
も
の
で
、
結
果
的
に
一
〇
月
一
七
日
以
降
、
一
一
月
九
日
の
発
給
日
を

挟
ん
で
、
そ
の
後
に
も
幾
度
と
な
く
分
け
て
下
賜
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

下
賜
の
日
に
は
、「
御
朱
印
之
渡
帳
」
に
記
録
・
証
印
の
う
え
、
江
戸
城
内
で
頂
戴

し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
朱
印
状
を
書
く
祐
筆
衆
や
世
話
に
な
っ
た
各
方
面
に

御
礼
の
祝
儀
を
渡
し
た
う
え
、
新
旧
の
朱
印
状
を
箱
に
収
め
て
帰
国
の
途
に
就
く
こ

と
に
な
る
。
将
軍
家
光
の
継
目
寺
社
方
朱
印
改
め
の
期
間
に
は
、
金
剛
寺
の
場
合
と

同
様
、
各
寺
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
表
者
二
名
と
山
内
・
社
内
の
関
係
者
、
お
よ
び

奈
良
屋
宗
俊
の
よ
う
な
外
部
協
力
者
が
多
数
江
戸
の
町
に
集
ま
っ
て
い
た
と
想
像
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

�

お
わ
り
に

　

奈
良
屋
宗
俊
の
書
状
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
社
奉
行
が
置
か
れ
た
翌
年
、

将
軍
家
光
の
寺
社
方
朱
印
改
め
を
め
ぐ
る
状
況
の
一
端
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
周
辺

の
史
料
と
合
わ
せ
、
以
下
に
要
点
を
ま
と
め
よ
う
。

＊�

寛
永
一
一
年
の
上
洛
中
に
武
家
宛
の
継
目
領
知
宛
行
状
を
発
給
し
た
家
光
は
、
つ

い
で
寺
社
方
の
朱
印
改
め
を
実
施
す
る
た
め
、
武
家
方
の
朱
印
改
奉
行
と
し
て
実

務
経
験
の
あ
る
安
藤
重
長
を
加
え
た
寺
社
奉
行
三
名
を
、
寛
永
一
二
年
一
一
月
九

日
に
任
命
し
た
。

＊�

寺
社
奉
行
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
寺
社
方
朱
印
改
め
が
や
が
て
始
ま
る
こ

と
を
予
想
し
、
寺
社
や
そ
の
協
力
者
の
な
か
に
は
、
奈
良
屋
宗
俊
の
よ
う
に
江
戸

に
赴
い
て
幕
閣
に
取
り
入
り
、
朱
印
状
の
出
願
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
す
る
動
き

が
あ
っ
た
。

＊�

天
野
山
金
剛
寺
が
寺
社
奉
行
の
も
と
で
「
御
引
付
之
帳
」
へ
の
記
載
に
よ
り
領
知

安
堵
の
申
請
を
行
な
っ
た
の
は
一
二
月
一
一
日
で
あ
る
が
、
発
給
さ
れ
た
朱
印
状

は
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日
付
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
光
に
よ
っ
て
継
目
領
知
朱
印

状
の
日
付
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
日
を
過
ぎ
て
の

申
請
に
も
こ
の
日
付
が
用
い
ら
れ
た
。

＊�

寺
社
方
の
継
目
領
知
朱
印
状
の
下
賜
は
一
〇
月
一
七
日
、
将
軍
家
と
関
係
の
深
い

有
力
寺
社
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
朱
印
状
の
日
付
は
同
じ
で
も
、
受
け
取
り
に
は

優
先
順
位
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
一
年
前
か
ら
江
戸
で
周
旋
を
行
な
っ

て
き
た
金
剛
寺
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
後
回
し
に
さ
れ
て
い
る
。
後
回
し
グ
ル

ー
プ
の
中
で
は
早
い
ほ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
周
旋
の
効
果
は
限
定
的
だ



二
〇

っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

家
光
が
寺
社
宛
の
継
目
領
知
朱
印
状
の
日
付
を
一
様
に
寛
永
一
三
年
一
一
月
九
日

と
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
の
寺
社
方
の
発
給
は
、
ほ
と
ん
ど
が
安

堵
状
で
あ
る
。
先
代
秀
忠
の
場
合
は
、
上
洛
中
の
も
の
に
一
部
大
量
発
給
の
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
散
発
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
家
康
時
代
の
領
知
宛
行
の
対
象

が
武
家
で
あ
り
、
寺
社
は
僅
少
で
あ
っ
た
こ
と
。
秀
忠
時
代
に
な
っ
て
、
織
豊
期
の

領
知
判
物
・
朱
黒
印
状
を
証
拠
書
類
と
し
て
、
初
め
て
徳
川
将
軍
家
か
ら
領
知
宛
行

を
受
け
た
寺
社
が
多
く
、
事
務
の
関
係
上
、
発
給
日
が
ば
ら
つ
い
た
こ
と
。
家
光
の

場
合
は
そ
の
約
二
〇
年
後
、「
去
る
元
和
三
年
〇
月
〇
日
先
判
の
旨
に
任
せ
」
領
知
安

堵
す
る
も
の
が
大
半
で
、
一
括
発
給
し
や
す
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
寛
永

一
三
年
一
一
月
九
日
は
吉
日
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
寺
社
奉
行

が
任
命
さ
れ
て
丸
一
年
後
、
同
じ
日
付
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
、
家
光
の
寺
社
方
朱
印
改
め
と
寺
社
奉
行

創
設
と
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
証
左
と
受
け
取
り
た
い
。

　

一
七
世
紀
前
半
、
徳
川
将
軍
家
の
領
知
宛
行
が
制
度
化
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
発

給
さ
れ
た
判
物
・
朱
黒
印
状
に
つ
い
て
は
、
古
文
書
学
的
、
ま
た
土
地
所
有
に
関
す

る
法
制
的
な
研
究
に
加
え
、
発
給
日
、
発
給
対
象
の
所
在
地
域
・
石
高
等
、
地
理
的
・

数
量
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
が
主
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
発
給
の
裏
に

隠
さ
れ
た
細
か
な
歴
史
事
実
に
つ
い
て
、
地
方
に
埋
も
れ
た
書
状
や
日
記
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。

注①　

津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書　

一
五
―
三
九
―
六
。

②　

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
第

四
章
。

③　

藤
井
讓
治
『
徳
川
秀
忠
・
徳
川
家
光
関
係
文
書
の
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
補
助

金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
九
八
～
一
二
五
頁
、「
表
３　

領
知
判
物
・
朱
印

状
（
寺
社
宛
）」。
デ
ー
タ
に
若
干
の
重
複
や
漏
れ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
最
も
よ
く
収
集

さ
れ
た
基
礎
デ
ー
タ
表
で
あ
り
、
本
稿
の
寺
社
宛
領
知
宛
行
状
の
点
数
等
も
、
誤
差
を

度
外
視
し
て
こ
の
表
に
拠
る
。
本
稿
で
は
「
寺
社
宛
一
覧
表
」
と
略
称
す
る
。

④　
「
和
泉
国
大
鳥
郡
上
神
谷
豊
田
村
小
谷
家
文
書
目
録
」『
史
料
館
所
蔵
資
料
目
録　

第

三
十
六
集
』
三
三
九
頁
、
小
谷
家
略
系
図
。
依
拠
し
た
史
料
は
「
小
谷
家
系
図
」（
同
館

所
蔵
小
谷
家
文
書　

六
四
〇
五
番
）。

⑤　

原
文
の
「
訴
訟
」〔
一
八
〕
は
、
こ
こ
で
は
裁
判
に
関
係
す
る
語
で
は
な
く
、「
要
求
、

不
平
、
願
い
な
ど
を
人
に
伝
え
る
こ
と
。
嘆
願
す
る
こ
と
。
う
っ
た
え
」（『
日
本
国
語

大
辞
典
』
小
学
館
）
の
意
味
で
あ
る
。

⑥　

吉
田
ゆ
り
子
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六
二
・
二

七
一
頁
に
、
田
中
村
仁
左
衛
門
（
慶
安
元
年
）・
田
中
村
小
左
衛
門
（
寛
永
末
年
）
が
見

え
る
。
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
小
谷
家
文
書
中
に
は
「
田
中
小
左
衛
門
書
状
」

（
築
山
与
十
郎
宛
、
一
五
一
九
番
）
が
あ
る
が
、
享
保
以
降
の
作
成
と
推
測
さ
れ
、
本
史

料
の
田
中
小
左
衛
門
と
は
合
致
し
な
い
。

⑦　

史
籍
研
究
会
編
『
徳
川
家
判
物
并
朱
黒
印
（
二
）』（
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

八

三
）
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
、
四
〇
一
頁
に
原
本
掲
載
。

　

「�
当
寺
領
河
内
国
錦
郡
天
野
内
三
百
七
石
事
、
任
元
和
三
年
九
月
九
日
先
判
之
旨
、
永

不
可
有
相
違
者
也
、
仍
如
件

　
　
　
　

�
寛
永
十
三
年
十
一
月
九
日
（
家
光
朱
印
）



二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
野
寺
」

⑧　

六
人
衆
は
寛
永
一
〇
年
三
月
二
三
日
に
設
け
ら
れ
た
が
、
翌
一
一
年
七
月
二
三
日
に

は
彼
ら
を
「
若
年
寄
衆
六
人
」
と
呼
ん
で
お
り
、
朽
木
稙
綱
が
就
任
し
た
寛
永
一
二
年

か
ら
将
軍
の
直
臣
団
を
統
制
す
る
行
政
機
関
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
（
小
池
進
「
若

年
寄
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
「
六
人
衆
」
を
中
心
と
し
て
―
」『
東
洋
大
学
文
学
部

紀
要
』
第
三
九
集　

史
学
科
篇
Ⅺ　

一
九
八
五
年
）。
宗
俊
の
書
状
に
も
、「
六
人
之
御

年
寄
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
後
、
寛
永
一
五
年
に
六
人

衆
は
事
実
上
解
体
し
、
寛
文
二
年
に
改
め
て
若
年
寄
が
置
か
れ
る
。

⑨　

藤
井
讓
治
監
修
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
四
巻
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二

〇
〇
三
年
、
四
〇
九
～
一
〇
頁
。

⑩　
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
五
巻
』
同
右
、
四
六
四
・
四
六
六
頁
。

⑪　

河
内
長
野
市
史
編
修
委
員
会
編
『
河
内
長
野
市
史　

第
一
巻
（
下
）』
河
内
長
野
市
役

所
、
一
九
九
七
年
、
四
一
六
頁
。
寺
伝
で
は
行
基
が
創
建
し
、
空
海
が
修
法
し
た
と
す

る
が
、
平
安
後
期
以
前
は
明
証
が
な
く
、
承
安
年
間
（
一
一
七
一
～
七
五
）
に
和
泉
国

大
鳥
郡
出
身
の
阿
観
に
よ
っ
て
こ
こ
に
金
剛
峰
寺
の
別
院
が
建
て
ら
れ
た
の
が
、
金
剛

寺
の
開
創
と
い
う
。

⑫　
『
金
剛
寺
文
書
』（
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
七
）
二
〇
九
番
、
二
五
八
～
五
九
頁
。

応
永
一
六
（
一
四
〇
九
）
年
五
月
一
三
日
、
河
内
守
護
畠
山
道
端
（
満
家
）
に
よ
っ
て
、

金
剛
寺
四
至
内
の
田
畠
山
野
以
下
の
所
当
官
物
・
国
役
臨
時
雑
事
を
免
除
さ
れ
、
殺
生

禁
断
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
以
後
、
両
畠
山
氏
か
ら
安
堵
さ
れ
る
。

⑬　

天
野
酒
の
文
献
上
の
初
見
は
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
で
、
金
剛
寺
で
は
陀
羅
尼
の

供
養
に
酒
が
供
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
寺
院
の
集
会
の
食
事
に
も
酒
が
出
さ
れ
た

と
い
う
。（『
河
内
長
野
市
史　

第
二
巻
』
一
九
九
八
年
、
三
二
〇
～
二
一
頁
）。
天
野
酒

は
、
一
五
世
紀
以
降
の
史
料
に
よ
く
現
れ
る
。

⑭　
『
金
剛
寺
文
書
』
三
一
四
番
、
三
四
〇
頁
。

⑮　

同
右
、
三
三
八
番
、
三
五
七
頁
。

⑯　

同
右
、
三
四
〇
番
、
三
五
八
頁
。

⑰　

神
崎
彰
利
監
修
・
下
山
治
久
編
『
記
録
御
用
所
本
古
文
書
―
近
世
旗
本
家
伝
文
書

集
―　
下
巻
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
二
九
・
一
七
三
〇
番
、
一
四
二

～
四
三
頁
。

⑱　
『
金
剛
寺
文
書
』
三
三
五
・
三
三
六
番
、
三
五
五
～
五
六
頁
。

⑲　

同
右
、
三
五
九
番
、
三
七
二
頁
。

⑳　

徳
川
将
軍
家
か
ら
金
剛
寺
へ
の
領
知
宛
行
は
、
二
代
秀
忠
の
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

か
ら
始
ま
る
（
注
⑦
文
献
、
四
〇
〇
頁
）。

　

�

「
河
内
国
錦
郡
天
野
内
参
百
七
石
事
、
如
先
々
全
寺
納
不
可
有
相
違
者
也

　
　
　
　

�

元
和
三
年
九
月
九
日
（
秀
忠
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
野
寺
」

　

�

三
代
家
光
か
ら
一
四
代
家
茂
ま
で
は
、
本
稿
四
の
１
に
掲
げ
た
【
表
】
の
寺
社
方
領
知

宛
行
状
の
年
月
日
で
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
注
⑦
文
献
、
四
〇
一
～
〇
五
頁
、
お
よ
び
『
金

剛
寺
文
書
』
五
一
五
頁
参
照
）。
な
お
、
四
代
家
綱
か
ら
朱
印
の
位
置
は
日
下
で
は
な

く
、
元
号
の
左
傍
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

㉑　
『
金
剛
寺
文
書
』
四
一
八
番
、
四
八
四
頁
。

㉒　
「
下
里
村
と
山
出
入
に
つ
き
一
山
へ
申
渡
請
状
」（『
河
内
長
野
市
史　

第
六
巻
』
一
九

七
七
年
、
六
七
三
～
七
四
頁
）
に
見
え
る
院
坊
数
に
よ
る
。

㉓　
『
金
剛
寺
文
書
』
三
四
八
番
、
三
六
五
～
六
六
頁
。

㉔　

同
右
、
三
六
〇
番
、
三
七
二
～
四
一
八
頁
。

㉕　

同
右
、
三
八
三
番
、
四
三
八
頁
。

㉖　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
七
』
一
四
三
頁
。

㉗　
「
和
泉
国
大
鳥
郡
上
神
谷
豊
田
村
小
谷
家
文
書
目
録
」
改
題
、
三
二
五
・
三
二
七
頁
。

㉘　

吉
田
ゆ
り
子
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』
二
四
三
～
四
六
頁
。



二
二

㉙　
「（
江
戸
よ
り
帰
山
入
寺
之
由
珍
重
之
旨
寺
社
奉
行
安
藤
右
京
・
松
平
出
雲
取
次
）
喜

多
方
久
太
夫
書
状　

天
野
山
地
蔵
院
宛
（
寛
永
一
九
年
）
八
月
一
八
日
」（
国
文
学
研
究

資
料
館
所
蔵
小
谷
家
文
書　

六
四
一
五
番
）。

㉚　
『
金
剛
寺
文
書
』
四
一
八
番
、
四
八
四
～
八
五
頁
。

㉛　

同
右
、
四
二
九
番
、
四
九
五
頁
。

㉜　

同
右
、
四
三
八
番
、
五
〇
五
頁
。

㉝　

開
口
神
社
社
務
所
編
『
開
口
神
社
史
料　

本
編
』
開
口
神
社
、
一
九
七
五
年
、
一
〇

三
～
〇
六
頁
。

㉞　

熊
倉
功
夫
校
注
『
山
上
宗
二
記
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
五
一
・
六
七
頁
。
岩

波
文
庫
版
で
は
「
宗
意
」
だ
が
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
宗
二

之
記
」
で
は
「
宗
怡
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2538367　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
閲
覧
）

㉟　

辻
本
直
男
補
注
『
図
説
刀
剣
名
物
帳
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
〇
年
、
二
四
八
頁
。

㊱　
『
堺
市
史　

第
七
巻　

別
編
』
堺
市
役
所
、
一
九
三
〇
年
、
三
八
八
頁
。

㊲　

同
右
、
二
二
五
頁
。

㊳　

柳
生
宗
矩
の
剣
禅
一
如
、
沢
庵
の
茶
禅
一
味
は
有
名
で
あ
る
。
沢
庵
は
小
堀
遠
州
に

つ
い
て
茶
の
湯
を
修
め
、
宗
矩
は
沢
庵
を
通
じ
て
千
宗
旦
と
も
親
交
し
た
。『
江
戸
幕
府

日
記
』『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
に
は
家
光
の
茶
事
記
録
が
多
く
、
宗
矩
・
沢
庵
も
献
茶
・

相
伴
を
務
め
、
と
り
わ
け
朽
木
稙
綱
は
た
び
た
び
献
茶
を
行
な
っ
て
い
る
。

㊴　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
七
』
朽
木
稙
綱
の
項
に
「
継
室
は
安
藤
右
京
進
重
長
が
養

女
」
と
あ
り
（
一
五
〇
頁
）、『
同　

第
一
七
』
安
藤
重
長
の
女
子
の
項
に
「
実
は
尾
張

家
の
臣
志
水
甲
斐
守
忠
宗
が
女
。
重
長
に
や
し
な
は
れ
て
朽
木
民
部
少
輔
稙
綱
が
室
と

な
る
」
と
あ
る
（
一
七
七
頁
）。

㊵　
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
四
巻
』
四
〇
二
頁
。

㊶　
『
徳
川
実
紀　

第
二
篇
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系　

三
九
）
六
九
二
～
九
三
頁
。

㊷　

藤
井
讓
治
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二

一
二
～
一
六
頁
。

㊸　

同
右
、
一
七
六
～
八
〇
頁
。

㊹　
「
職
掌
録
」『
改
定
史
籍
集
覧　

第
二
七
冊
』（
復
刻
版
）
臨
川
書
店
、
一
九
八
四
年
、

四
〇
六
頁
。

㊺　

吉
田
ゆ
り
子
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』
二
七
一
頁
。

㊻　

松
平
勝
隆
は
、
山
形
藩
鳥
居
家
の
改
易
に
伴
う
政
務
処
理
の
た
め
、
寛
永
一
三
年
七

月
晦
日
（
三
〇
日
）
に
上
使
を
拝
命
し
出
張
、
九
月
二
六
日
に
帰
参
の
御
目
見
え
を
し

た
（『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
五
巻
』
二
八
一
～
八
二
・
三
四
三
頁
）。

㊼　

勝
海
舟
編
『
吹
塵
録
』
所
収
「
天
保
十
三
年
全
国
石
高
内
訳
」
で
は
、「
六
拾
余
州
並

琉
球
国
共
」
三
〇
五
五
万
八
九
一
七
石
の
う
ち
、「
寺
社
御
朱
印
地
」
は
二
九
万
四
四
九

一
石
で
あ
る
（『
海
舟
全
集　

第
三
巻
』
改
造
社
、
一
九
二
八
年
、
一
五
八
頁
）。
豊
田

武
は
、
朱
印
地
高
に
脱
漏
分
を
補
い
、
三
六
万
一
〇
六
二
石
と
算
出
し
て
い
る
（『
宗
教

制
度
史
』
豊
田
武
著
作
集　

第
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
一
四
八
頁
）。
ち

な
み
に
『
吹
塵
録
』
で
は
、
幕
府
か
ら
の
進
献
に
よ
る
禁
裏
・
仙
洞
御
料
は
四
万
二
四

七
石
と
な
っ
て
い
る
。
宮
・
公
家
領
に
つ
い
て
は
単
独
で
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
江

戸
中
期
で
四
万
六
六
〇
〇
石
（『
御
所
御
領
記
』）
と
あ
り
、
武
家
方
と
同
様
、
将
軍
の

代
替
り
に
領
知
宛
行
状
が
交
付
さ
れ
、
家
格
・
官
位
に
よ
っ
て
判
物
・
朱
印
状
の
別
が

あ
っ
た
（
橋
本
正
宣
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
四
〇

二
～
〇
四
頁
）。

㊽　

以
上
、
藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
第
一
・
三
章
。

㊾　

注
③
寺
社
宛
一
覧
表
に
は
、
家
康
大
御
所
時
代
に
家
康
が
発
給
し
た
領
知
宛
行
状
が

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
徳
川
家
判
物
并
朱
黒

印
（
一
）
～
（
三
）』（
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

八
二
～
八
四
）
に
は
、
慶
長
一
五

年
四
月
二
〇
日
付
で
東
寺
（
黒
印
、
山
城
）・
本
光
寺
（
黒
印
、
三
河
）、
慶
長
一
七
年



二
三

五
月
一
日
付
で
飯
道
寺
（
朱
印
、
近
江
）、
同
三
日
付
で
瑞
雲
院
（
朱
印
、
山
城
）、
慶

長
一
八
年
七
月
二
九
日
付
で
石
山
寺
（
朱
印
、
近
江
）、
元
和
元
年
七
月
二
七
日
付
で
御

幸
宮
（
朱
印
、
山
城
）、
御
霊
宮
・
藤
森
宮
・
因
幡
堂
・
清
水
寺
・
本
国
寺
（
以
上
黒

印
、
山
城
）
お
よ
び
住
吉
社
（
黒
印
、
摂
津
）
宛
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
以
心
崇
伝
の
『
本
光
国
師
日
記
』
に
は
、
元
和
元
年
七
月
二
七
日
付
で
知
恩

寺
（
山
城
）
宛
の
家
康
朱
印
状
が
見
え
る
（
副
島
種
経
校
訂
『
本
光
国
師
日
記　

第
七
』

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
一
年
、
二
四
八
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
家
康
大
御
所
時
代

に
は
家
康
と
将
軍
秀
忠
が
共
に
寺
社
宛
の
朱
黒
印
状
を
発
給
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、

秀
忠
大
御
所
時
代
に
は
発
給
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
す
べ
て
秀
忠
の
手
に
な
っ
て
お
り
、

発
給
状
況
は
武
家
方
と
共
通
す
る
。

㊿　

領
知
宛
行
状
を
発
給
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
吉
日
の
例
と
し
て
、
将
軍
秀
忠
親
政
期

の
元
和
三
年
五
月
二
六
日
が
あ
る
。
台
命
を
受
け
た
以
心
崇
伝
が
、
候
補
日
と
し
て
五

月
二
一
日
と
二
六
日
を
選
び
（『
本
光
国
師
日
記　

第
四
』
元
和
三
年
五
月
一
七
日
条
、

一
三
九
頁
）、
二
六
日
が
採
用
さ
れ
た
。
同
日
付
で
少
な
く
と
も
武
家
宛
七
六
通
、
寺
社

宛
一
一
通
の
宛
行
状
の
発
給
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛

行
制
の
研
究
』
一
三
三
～
三
七
頁
、
お
よ
び
注
③
寺
社
宛
一
覧
表
）。
同
様
に
宛
行
状
が

集
中
発
給
さ
れ
て
い
る
他
の
日
も
、
吉
日
が
選
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�　

国
立
史
料
館
編
『
寛
文
朱
印
留　

上
』（
史
料
館
叢
書
１
）
国
立
史
料
館
、
一
九
八
〇

年
、
解
題
。

�　

藤
井
讓
治
『
江
戸
幕
府
領
知
判
物
・
領
知
朱
印
状
の
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
補

助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
「
表
１　

武
家
宛
徳
川
将
軍
領
知
朱
印

状
一
覧
（
年
代
順
）」、
お
よ
び
『
徳
川
家
判
物
并
朱
黒
印
（
一
）
～
（
三
）』
と
注
③
寺

社
宛
一
覧
表
に
よ
る
。
将
軍
の
就
任
・
退
任
・
没
年
月
日
に
関
し
て
は
、『
日
本
史
総
覧　

第
Ⅳ
巻
』
の
「
江
戸
幕
府
将
軍
表
」
に
よ
る
。

�　

以
下
、
藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
第
二
章
。

�　
『
駿
府
記
』
慶
長
一
七
年
八
月
一
八
日
条
に
「
今
日
、
諸
寺
事
、
伝（
以
心
崇
伝
）

長
老
・
板
倉

伊（
勝
重
）
賀
守
両
人
可
聞
之
由
、
有
御
諚
」（『
当
代
記
・
駿
府
記
』
続
群
書
類
聚
完
成
会
、
一

九
九
五
年
、
二
三
八
頁
）
と
あ
り
、
両
人
の
在
世
中
続
い
た
。

�　

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
一
二
二
頁
。

�　
『
本
光
国
師
日
記　

第
四
』
一
四
八
～
五
一
・
一
六
六
頁
。

�　
『
徳
川
実
紀　

第
二
篇
』
一
三
二
～
三
三
頁
。

�　

以
上
、『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
三
巻
』
三
九
三
・
三
九
七
頁
。

�　

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
二
五
〇
頁
。

�　

同
右
、
二
三
二
頁
。

�　

寛
永
九
年
九
月
三
日
、
松
平
信
綱
管
掌
の
寺
院
本
末
改
め
に
お
い
て
世
話
を
仰
せ
つ

か
っ
た
林
羅
山
が
以
心
崇
伝
に
、
五
山
・
十
刹
・
本
寺
・
末
寺
を
記
録
し
、
各
寺
の
領

知
高
を
書
き
添
え
る
よ
う
に
依
頼
し
て
お
り
、
崇
伝
は
そ
れ
を
五
日
に
遣
わ
し
て
い
る

こ
と
、
同
一
一
月
六
日
、
羅
山
の
希
望
に
よ
り
、
改
め
て
五
山
・
十
刹
・
諸
山
の
書
立

て
一
巻
、
知
行
高
一
紙
を
写
さ
せ
て
渡
し
て
い
る
こ
と
、
同
一
二
月
二
一
日
に
羅
山
と

弟
の
永
喜
か
ら
崇
伝
へ
、
朱
印
を
拝
領
し
た
本
寺
が
他
に
な
い
か
、
問
い
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
崇
伝
が
担
っ
て
い
た
寺
社
関
係
業
務
の
う
ち
、
本
末
関
係
・
寺
領

の
把
握
を
羅
山
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
（『
本
光
国
師
日
記　

第
七
』
三
〇

八
～
一
二
・
三
四
二
・
三
七
〇
頁
）。
杣
田
義
雄
氏
は
、「
寛
永
九
年
の
調
査
は
、
朱
印

地
寺
院
の
確
定
・
把
握
に
そ
の
主
旨
が
存
し
」
て
い
た
と
す
る
（
同
『
幕
藩
権
力
と
寺

院
・
門
跡
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
九
頁
）。

�　

林
晃
弘
「
幕
府
寺
社
奉
行
の
成
立
と
寺
院
政
策
の
展
開
」『
日
本
史
研
究
』
六
九
〇
、

二
〇
二
〇
年
、
八
一
頁
。

�　

小
沢
文
子
「
寺
社
奉
行
考
」
児
玉
幸
多
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
幕
府
制
度
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
一
章
。

�　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜　

第
一
七
』
一
七
六
頁
、
安
藤
重
長
の
項
。『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』



二
四

寛
永
一
四
年
是
年
条
に
も
、
奏
者
番
就
任
の
こ
と
が
見
え
る
。
な
お
、『
柳
営
補
任
』
の

寺
社
奉
行
・
奏
者
番
就
任
の
記
載
に
は
、
明
ら
か
な
錯
誤
が
あ
る
。

�　
『
寛
文
朱
印
留　

下
』（
史
料
館
叢
書
2
）。

�　
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本　

第
五
巻
』
三
九
一
頁
。

�　
『
徳
川
実
紀　

第
三
篇
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系　

四
〇
）
三
八
頁
。
幕
府
儒
官
の
林

家
は
そ
の
後
、
歴
代
の
朱
印
改
め
に
関
わ
る
。

�　

寛
文
五
年
三
月
に
出
さ
れ
た
触
に
よ
っ
て
発
給
の
対
象
は
、（
一
）
徳
川
家
三
代
も
し

く
は
二
代
の
朱
印
を
持
つ
寺
社
、（
二
）
一
代
の
朱
印
の
場
合
は
領
知
五
〇
石
以
上
、

（
三
）
寺
領
が
な
く
境
内
だ
け
の
朱
印
で
あ
っ
て
も
一
宗
の
本
寺
で
あ
る
場
合
、
で
あ
っ

た
（
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
、
六

九
五
番
、
三
九
三
頁
）。
同
じ
触
が
津
田
秀
夫
文
庫
古
文
書
中
に
も
あ
り
（
八
―
一
三
）、

日
付
は
「
寛
文
五
年
三
月
朔
日
」
で
あ
る
。

�　

以
上
、『
柳
営
日
次
記
：
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
第
六

巻
、
当
該
記
事
の
寺
社
名
一
覧
。

�　

五
代
将
軍
綱
吉
の
継
目
朱
印
改
め
で
は
、
家
綱
が
安
堵
し
な
か
っ
た
小
寺
社
も
対
象

と
な
っ
て
い
る
。
貞
享
三
年
閏
三
月
二
六
日
、
公
卿
門
跡
・
五
畿
内
寺
社
領
を
安
堵
し

た
判
物
・
朱
印
状
を
京
都
所
司
代
土
屋
政
直
に
送
り
頒
布
。
同
六
月
一
八
日
に
は
老
中

戸
田
忠
昌
宅
で
寺
社
領
安
堵
の
朱
印
状
を
頒
布
し
、
総
計
四
六
四
九
通
に
達
し
た
と
あ

る
（『
常
憲
院
贈
大
相
国
公
実
紀
』
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

一
七
、
お
よ
び
『
常
憲

院
殿
御
実
紀
』）。
家
光
一
代
に
お
け
る
寺
社
方
の
全
発
給
数
を
推
測
す
る
参
考
に
な
ろ

う
。

�　

林
晃
弘
「
幕
府
寺
社
奉
行
の
成
立
と
寺
院
政
策
の
展
開
」
第
三
章
第
一
節
に
よ
る
と
、

寛
永
後
半
は
寺
社
奉
行
か
ら
寺
院
各
宗
派
の
江
戸
触
頭
を
通
し
て
触
・
申
渡
し
を
伝
達

す
る
体
制
が
、
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ
る
時
期
と
い
う
。
本
件
は
非
公
式
で
あ
る
の
で
、

直
接
本
山
へ
通
知
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

�　
『
本
光
国
師
日
記　

第
四
』
一
四
八
～
四
九
・
一
五
五
～
五
七
頁
。

�　

杣
田
義
雄
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』
一
四
三
～
四
四
頁
に
は
、
寛
文
末
年
か
ら

延
宝
年
間
に
か
け
て
、
奈
良
奉
行
が
寺
院
を
対
象
に
制
定
し
た
触
の
伝
達
方
法
が
示
さ

れ
て
い
る
。
寺
院
を
地
理
的
位
置
関
係
に
基
い
て
グ
ル
ー
プ
編
成
し
て
お
り
、「
幕
府
の

寺
院
行
政
ル
ー
ト
は
本
末
関
係
と
は
原
理
的
に
全
く
別
の
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

た
」
と
い
う
。
寛
永
期
に
も
そ
の
先
駆
的
な
伝
達
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
と
考
え
た
い
。

ま
た
、
私
領
に
つ
い
て
は
、
寛
文
印
知
の
お
り
、
諸
大
名
の
家
来
を
老
中
稲
葉
正
則
宅

に
集
め
、
寺
社
方
朱
印
改
め
に
つ
い
て
伝
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
所
蔵
「
編
年
史
料
」
寛
文
五
年
二
月
八
日
条
、
伝
達
は
三
月
九
日
）。

�　

藤
井
讓
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』
二
二
五
～
二
六
頁
。
た
だ
し
、
諸

大
名
の
な
か
に
は
、
上
洛
中
の
領
知
朱
印
改
め
を
予
測
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�　

桑
山
浩
然
校
訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成　

上
巻
』（
日
本
史
料
選
書
⑳
）
近
藤
出

版
社
、
一
九
八
〇
年
、
解
題
六
頁
。

�　

元
和
三
年
八
月
二
九
日
に
秀
忠
の
継
目
領
知
朱
印
状
を
南
禅
寺
の
末
寺
五
か
所
が
頂

戴
し
た
と
き
、
以
心
崇
伝
が
「
御
朱
印
之
渡
帳
」
に
判
形
し
て
い
る
（『
本
光
国
師
日
記　

第
四
』
一
六
〇
頁
）。
こ
の
受
取
方
式
は
事
務
手
続
き
上
、
代
々
の
朱
印
改
め
に
引
き
継

が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
関
西
大
学
文
学
部
教
授
の
小
倉
宗
先
生
に
多
大
な
御
教
示
を
賜

り
、
ま
た
資
料
収
集
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
堺
市
文
化
観
光
局
文
化
部
文
化
財
課
主
幹
の
中
村
晶
子
氏
、
お
よ
び

堺
市
博
物
館
の
方
々
に
も
史
料
調
査
に
つ
き
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
深
謝

い
た
し
ま
す
。


